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平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

【政策１】 

国家公務員の人事管理の推

進 

 

【基本目標】 

国民の信頼を確保しつつ、質

の高い行政サービスを実現

していくため、公務員が能力

を発揮できる環境を整備す

る。そのために、国家公務員

制度改革を推進すると共に、

人事に関する制度を適切に

運営し、的確な人事管理を推

進する。 

 

【評価方式】 

総合評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 実施済 

H21 － 

H22 ○ 

H23 － 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

 

人事院勧告を受けて行う給

与等の適切な改定及び退職

手当制度の適正な運用 

一般職給与法及び特別職給与法の改正の状況（法案

提出、法案成立時期等） 

平成 21 年度においては、８

月 11 日に人事院勧告、10 月

27 日に給与法改正法案提出、

11 月 30 日に法案成立。 

国家公務員の退職手当制度の前年度退職者に対す

る運用実態、民間企業の退職金制度等 

退職手当制度の見直しに係る検討の着実な実施 

年度ごとに公表 

能力及び実績に基づく人事

管理の徹底 

  

人事評価制度の適正かつ

公正な実施と円滑な運用

の推進 

人事評価の運用支援の着実な実施 

人事評価の一層の周知・徹底のため、次のいずれか

の方法を行わせる。 

・説明会又は評価者講座の参加 

・説明会ＤＶＤの視聴 

・評価者講座自己学習ソフトによる学習 

・人事評価マニュアル等（目標・行動事例集を含む）

による内容把握 

【目標（値）：全職員の 80％以上】 

【目標年度：平成 22 年度】 

 

評価者講座の参加者に対し、コストを意識した上で

の有効性等についてアンケート調査を行い、有効で

あるとする回答が参加者全員の過半数となること

を目標とする。 

【目標（値）：参加者の 50％超】 

【目標年度：平成 22 年度】 

また、各府省の人事当局にもアンケートを行い、当

講座に対する要望等についても把握する。 

 

評価者講座等の実施 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 能力・実績に基づく任用

制度の推進 

能力・実績に基づく人事管理の徹底を図るための基

本的な方針である採用昇任等基本方針に基づく任

用の状況 

採用昇任等基本方針に基づ

く任用の状況について年度

ごとにフォローアップを実

施・公表（採用年次及び採用

試験の種類にとらわれない

運用の推進状況等） 

多様な人材の確保・活用の推

進 

  

国と民間、国と地方公共

団体、府省等の間の人事

交流等の推進 

各種人事交流の実施状況 

官民人事交流法に基づく人事交流の人数（内定数）

【目標：派遣９０人以上、採用９０人以上】 

【目標年度：平成２２年度】 

【現況：派遣３０人、採用９０人（21 年度）】 

府省間の人事交流等につい

て毎年公表 

 

 

 

女性国家公務員の採用・

登用の拡大、障害者雇用

の推進等による多様な人

材の確保・活用の推進 

国家公務員Ⅰ種事務系区分（行政、法律、経済）採

用者に占める女性の割合 

【目標(値)：30％】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：30.6％（21 年度）】 

男女共同参画基本計画（第２

次）（平成 17 年 12 月 27 日

閣議決定）で示された政府全

体としての採用者に占める

女性の割合の目安を目標値

として設定した。 

Ⅰ種事務系区分以外の試験区分における女性国家

公務員の採用の割合の拡大状況 

国家公務員採用Ⅰ種試験等 

【目標（値）：概ね 30％程度】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：25.8％（21 年度）】 

国家公務員採用Ⅱ種試験等 

【目標（値）：概ね 30％程度】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：26.5％（21 年度）】 

 

国家公務員Ⅰ種事務系区分

の目標を踏まえた目安を目

標値として設定した。 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

  知的障害者等が一般雇用に向けて経験を積むため

の「チャレンジ雇用」の推進状況 

【目標：21 年度の実績が１名の府省は２名以上、

複数名の府省は前年度より増（各府省の合計で 220

名以上）】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：198 名（平成 21 年度）】 

障害者に係るチャレンジ雇

用の一層の推進等について

（平成 21年９月 29日障害者

施策推進課長会議申合せ）に

おいて、平成 22 年度に向け

てチャレンジ雇用の受入数

の増（21 年度において１名の

受入実績の府省においては、

少なくとも２名以上への増）

を図り、チャレンジ雇用の一

層の推進・拡大に取り組むこ

ととしている。 

男性職員の育児休業等取

得促進のための啓発 

ポスターやパンフレット、講演会の開催による啓発

の着実な実施 

【目標（値）：男性職員の育児休業等取得者数（延

べ人数）240 人以上】 

【目標年度：平成 22 年度】 

22 年度において４回の講演

会を開催予定。 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 総人件費改革を踏まえた

国家公務員の配置転換の

円滑かつ確実な推進 

配置転換者の定着化に向けた各種フォローアップ

等の実施状況 

【目標：平成 19 年度から 22 年度までの間に配置転

換した者の離職者数が 20 人程度となることを目

途】 

【目標年度：平成 22 年度】 

受入機関向け研修の参加者に対し、コストを意識し

た上での有効性等についてアンケート調査を行い、

有効であるとする回答が参加者全員の過半数とな

ることを目標とする。 

【目標（値）：参加者の 50％超】 

【目標年度：平成 22 年度】 

また、各府省の人事当局にもアンケートを行い、当

研修会に対する要望等についても把握する。 

 

 

電話・メールカウンセリング

の利用状況及び受入機関向

け研修の実施状況等 

国家公務員の再就職に関す

る情報公開の推進等 

  

再就職情報の一元管理・

公表 

国家公務員法に基づく再就職情報の閣議報告及び

公表の着実な実施 

国家公務員の再就職状況を 4

半期毎に内閣に報告し、年度

毎に取りまとめ公表 

独立行政法人等への退職

公務員の就任状況の公

表、その他国民の関心が

高い再就職情報の把握・

公表等 

独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等

の状況の公表の着実な実施 

独立行政法人等において公

表された、退職公務員等の役

員就任状況等を取りまとめ、

公表 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 高齢化への対応   

定年まで勤務できる環境

の整備 

専門スタッフ職や再任用職員数の着実な増加等制

度の活用状況 

（再任用職員数） 

【目標(値)：2,983 人以上】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：2,983 人（平成 21 年度）】 

※平成 21 年度は平成 20 年度調査における予定数。 

【再任用職員数】 

平成 19 年度 1,261 人 

平成 20 年度 2,307 人 

平成 21 年度 2,983 人 

 

※平成 21年度は平成 20年度

における予定数。その他は実

績。 

定年延長等による雇用と

年金の接続 

職員の意識改革の推進 退職準備プログラム等の推進状況 

人事・恩給局による退職準備プログラム等担当者等

講習会の参加者に対し、コストを意識した上での有

効性等についてアンケート調査を行い、有効である

とする回答が参加者全員の過半数となることを目

標とする。 

【目標（値）：参加者の 50％超】 

【目標年度：平成 22 年度】 

また、各府省の人事当局にもアンケートを行い、当

講習会に対する要望等についても把握する。 

（各府省における退職準備プログラムの実施状況）

【目標(値)：12 府省庁以上】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：11 府省庁（平成 21 年度実施）】 

 

【目標(値)：960 人以上】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：804 人（平成 21 年度実施）】 

【人事・恩給局による退職準

備プログラム等の実施状況 

（担当者講習会出席者数）】 

平成 19 年度  215 人 

平成 20 年度  213 人 

 

 

 

【各府省における退職準備

プログラムの実施状況】 

（実施省庁数とその参加職

員数） 

平成 19 年度 11 府省庁 

      748 人 

平成 20 年度  11 府省庁 

 740 人 
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   政策１ 6/7 ページ 

 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 

職員の服務規律の確保の推

進及び正常な労務管理の維

持 

 

服務規律確保の各省への

周知、徹底 

国家公務員の倫理の保持に関する状況及び倫理の

保持に関して講じた施策に関する報告の着実な実

施 

例年９月頃国会に報告 

労務管理担当者に対する

指導、啓発 

適切な労務管理の推進状況 

各本府省等における職員団体との交渉概要につい

て、公表している割合 

【目標：100％】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：17.6％(平成 21 年度)】 

・労務管理研究会 

中央２回 

地方 22 回を予定。 

・人事及び労務管理者啓発課

程の開催 等 

労働時間短縮の推進 

超過勤務対策の適切な実

施 

国家公務員超勤縮減キャンペーンの着実な実施 

（給与法改正を受けた実効ある超過勤務縮減の取

組状況等） 

超勤月６０時間超職員の代休取得の推進状況 

 

・例年 10 月１日から 10 月７

日までをキャンペーン週間

とするほか、講演会等を実

施。 

・「一般職給与法及び勤務時

間法の一部改正に伴う超過

勤務縮減対策の一層の推進

について」（平成 21 年 12 月

22 日総人恩総第 1337 号大臣

通知 

・在庁時間（サンプル調査に

うよる）の状況 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 職員の能力開発・啓発の推進

啓発事業の効果的実施 

各種啓発事業の着実な実施 

各種啓発事業の参加者に対し、コストを意識した上

での有効性等についてアンケート調査を行い、有効

であるとする回答が参加者全員の過半数となるこ

とを目標とする。 

【目標（値）：参加者の 50％超】 

【目標年度：平成 22 年度】 

また、各府省の人事当局にもアンケートを行い、当

研修に対する要望等についても把握する。 

 

 

・内閣重要政策研修 

・官民交流セミナー 

・新任管理者合同セミナー 

・新任管理者基本セミナー 

・人事及び労務管理者啓発課

程 等 

職員の福利厚生の推進 

職員の健康の保持増進等

対策の実施 

講演会等の参加者に対し、コストを意識した上での

有効性についてアンケート調査を行い、有効である

とする回答が参加者全体の過半数となることを目

標とする。 

【目標：50％超】 

【目標年度：平成 22 年度】 

また、参加者が所属する各府省等の福利厚生関係当

局にもアンケートを行い、当講演会等に対する要望

等についても把握する。 

健康管理者設置機関（本省、出先機関等を単位）に

おいて、管理監督者に対する研修等を通じたメンタ

ルヘルスに関する意識の徹底を行っている割合 

【目標：90％以上】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：81.7％（20 年度）】 

能率増進計画（国家公務員福利厚生基本計画）の見

直しの実施 

・健康管理に関する意識啓発

講演会 

・管理監督者のためのメンタ

ルヘルスセミナー 

・職場の安全管理に関する啓

発講習会 等 

【一般職国家公務員におけ

る長期病休者のうち精神・行

動の障害者数及び全職員に

対する割合】 

平成 20 年度:3,922 人 

(1.39％) 
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 政策２ 1/6 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

【政策２】 

適正な行政管理の実施 

 

【基本目標】 

簡素で効率的な政府を実現

するために、国の行政組織等

の減量・効率化に向けた、機

構・定員等の審査に関する取

組みを進めていく。 

行政の透明性向上と信頼性

の確保のため、行政手続制

度、行政不服審査制度及び国

の行政機関等の情報公開・個

人情報保護制度の適正かつ

円滑な運用を図る。 

 

【評価方式】 

実績評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 ― 

H21 実施済

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

（第 3期基本計画期間中） 

国の行政組織等の減量・効率

化 

      

国の行政機関

の定員の再配

置と減量・効率

化 

Ｐ 

 

 

 

 

Ｐ 

定員合理化

計画の各省

別目標数の

策定 

 

行政需要に

応じた適切

な定員の審

査 

22 年度 

 

 

 

 

22 年度 

 

行政需要に応じた、

各省をまたがる定

員の再配置を行い

つつ、行政組織の減

量・効率化を行うも

の。 

 

定員純減計画の内容、進め方等について検討中 

（その議論を踏まえ記載） 
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 政策２ 2/6 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 国の行政組織等の減量・効率

化 

国の行政組織

等の減量・効率

化の実施状況 

Ｐ 

 

 

 

Ｐ 

減量・効率

化方針を策

定 

 

上記方針に

定めた目標

の達成 

22 年度 

 

 

 

25 年度 

 

事業仕分けの結果

及び「新たな情報通

信戦略」（平成 22

年 5 月 11 日 IT 本

部決定）に沿って今

後具体化される取

組を踏まえた業務

見直しを反映し、方

針を策定 

 

行政手続制度及び行政不服

審査制度の適正かつ円滑な

運用 

 

 

意見公募手続

等における国

民の意見の十

分な考慮及び

利用の拡大 

Ｃ 意見提出期

間を 30 日

未満とする

真にやむを

得ない理由

があるもの

を除き、全

てにおいて

30 日以上

の確保を目

指す 

(100％) 

22 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令等を定める過

程における公正の

確保・透明性の向上

を図るという制度

の趣旨から、意見の

公募状況について、

全体の傾向を把握

し、制度趣旨の周

知・徹底につなげて

いくものである。 

【指標の現況】 

○意見提出期間が

30 日以上確保され

ている割合：90.5％

    (20 年度)

○e-Gov を通じたパ

ブリックコメント 

のアクセス件数： 

1,530 万件 

(前年度比 2.7％増)

(21 年度)

 

意見公募手続等の

施行状況調査結果 

 

○意見提出期間を

30 日未満とした理

由 

○意見考慮期間（意

見提出期間終了か

ら命令等の公布・決

定までの期間） 

○提出意見を考慮

した結果、提出意見

が反映された案件

の割合 

○意見公募に対す

る提出意見数 

○意見公募１件当

たりの提出意見数 

（各年度、案件によ

っては、提出意見数 

Ｃ e-Gov を通

じたパブリ

ックコメン

トのアクセ

ス件数の前

年度比増 

22 年度 
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 政策２ 3/6 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

    （21 年度

に お け る

20 年度比

2.7％増と

同程度）を

目指す 

 ※上記のアクセス

件数は、パブコメ全

体に係るものであ

り、任意の意見公募

等を含む。なお、意

見公募手続の利用

の拡大については、

より詳細なアクセ

ス件数の把握も含

め、より効果的な把

握方法について検

討することとして

いる。 

が突出して多いも

のもあることに留

意） 

※ 指標は、各行政

機関の運用状況を

示すものである。 

Ｃ 命令等の公

布・決定等

と同時期の

結果公示の

徹底を目指

す 

（100％） 

22 年度 

 

提出意見が多く事

務作業が膨大とな

る場合であっても、

法の趣旨に鑑み、必

要に応じて、提出意

見を整理又は要約

するなどの工夫に

より、適切かつ効率

的に結果公示を実

施。 

【指標の概況（20

年度）】 

○命令等の公布・決

定等から結果公示

までの期間 
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 政策２ 4/6 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

      結果公示を先に 

実施：9.6% 

同日：49.3% 

１日：9.9% 

2～4 日：8.6% 

 

審査請求の迅

速な処理の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ ６か月以内

に審査請求

が処理され

た件数の割

合を現況よ

り増加させ

ることとし

70％を目指

す 

22 年度 迅速な事務処理の

促進の観点から、審

査請求について、個

別の事案に応じて

事務処理に要する

期間が異なること

に留意しつつ、全体

の傾向を把握し、期

間の短縮化を目標

とするもの。 

【指標の現況（20

年度）】 

○審査請求の処理

期間 

3 か月以内：40.2% 

3～6 か月 ：16.7% 

1 年超    ： 8.5% 

行政不服審査法等

の施行状況調査結

果 

 

※ 指標は、各行政

機関の運用状況を

示すものである。 

Ｃ 審査請求の

処理期間が

１年を超え

る件数を現

況より減少

させること

とし５％を

目指す 

22 年度 
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 政策２ 5/6 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 国の行政機関等の情報公

開・個人情報保護制度の適正

かつ円滑な運用 

延長等手続を

採ることなく、

開示請求から

30 日以内に開

示決定等がさ

れたものの割

合 

Ｃ 行政機関及

び独立行政

法人等につ

いて、前年

度値より増

加 

 

２２年度 行政機関等の保有

する情報の迅速な

開示の観点から、原

則的な開示期限で

ある 30 日以内に開

示決定等がされた

かについて把握。 

【指標の現況（20

年度)】 

・行政機関 89.9％ 

・独立行政法人等

87.4％ 

開示請求件数 

 

開示決定等件

数 

 

※法が改正さ

れた場合は目

標値を見直す。 

個人情報の適

切な管理のた

めの監査実施

率  

 

Ｃ 行政機関及

び独立行政

法人等につ

いて、前年

度値より増

加 

 

 

 

 

２２年度

 

「個人情報の適切

な管理のための措

置に関する指針」

（H16年総管情第84

号・85 号）等に則り、

適時に監査を実施

しているかについ

て把握。 

【指標の現況（20

年度）】 

・行政機関 97.5％ 

・独立行政法人等

87.9％ 

教育研修の回

数 
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 政策２ 6/6 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

  個人情報の漏

えい等事案の

件数 

Ｃ 行政機関及

び独立行政

法人等につ

いて、前年

度件数より

減少 

 

２２年度

 

行政機関等におけ

る個人情報の適切

な管理の観点から、

個人情報の漏えい

等の発生件数につ

いて、前年度より減

少しているかにつ

いて把握。 

 

【指標の現況（20

年度)】 

・行政機関 473 件 

・独立行政法人等

2,456 件 
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  政策３ 1/9 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

  

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

【政策３】 

行政評価等による行政制

度・運営の改善 

 

 

【基本目標】 

政策評価の推進、行政評価・

監視の実施、行政相談の推進

及び年金記録に関するあっ

せん等の実施により、各府省

における行政制度・運営の改

善を図る。 

特に、22 年度以降は、「行政

評価等プログラム」に盛り込

まれた行政評価機能の抜本

的機能強化方策の実効を図

るとともに、年金記録に関す

るあっせん等の実施につい

て、国民の立場に立って、公

平な判断を示し、国民の正当

な権利の実現等を図る。 

 

 

【評価方式】 

実績評価方式 

 

政策評価の推進 各府省が作成

した評価書に

ついて、評価の

過程で使用し

たデータ又は

その所在情報

の記載率 

Ｐ 

 

100％ 23年度 政策評価の外部
検証可能性を確
保する必要があ
るため。 

【指標の現況】 

22年度に実施

される評価を

対象に現況を

把握 

実績評価にお

ける目標の達

成度合いの判

定基準及び判

定根拠の明示 

Ｐ 

 

全府省にお

ける導入 

 

 

 

 

 

22年度中

 

 

 

評価の判定結果
を国民に分かり
やすい形で論理
的に示す必要が
あるため。 

【指標の現況】 

文部科学省及

び農林水産省

の２省が明示 

 

法制度の見直

し時期到来時

における評価

の実施率 

 

Ｐ 法制度の見

直し時期到

来時におけ

る評価の実

施方針を確

立 

 

100％ 

 

22年度中

 

 

 

 

 

 

23年度以

降 

 

評価の必要性の
高い対象政策の
重点化が必要で
あるため。 

 

【参考指標】 

政策評価によ

る 政 策 の 改

善・見直し率 

政策達成
目標明示
制度の試
行に併せ
て実施 
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  政策３ 2/9 ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

【評価実施年度】 

H20 実施済

H21 － 

H22 ○ 

H23 － 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

 再評価を通じ

た公共事業等

の休止・中止に

係る残事業費

の明示 

Ｐ 

 

全体状況の

公表 

 

22年度以

降 

 

公共事業等の再
評価による成果
を示す必要があ
るため。  

政策達成目標

明示制度への

確実な対応 

Ｐ 

 

政策評価制

度と政策達

成目標明示

制度との適

切な役割分

担・連携・

補完の関係

の確立 

 

本格導入 

22年度中

 

 

 

 

 

 

 

 

23 年度 

政策達成目標明
示制度への確実
な対応が必要で
あるため。 
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  政策３ 3/9 ページ 

 

 

 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

  

客観性担保評

価活動の的確

な実施状況 

Ｐ 

 

 

 

 

 

 

租税特別措

置等に係る

政策評価に

ついて、22

年度税制改

正大綱の政

策税制措置

の見直しの

指針（｢６つ

のテスト｣）

に照らして

行われる租

税特別措置

等の見直し

等に資する

評価となっ

ているかど

うか厳格に

点検を行

い、税制改

正作業に対

し、適時に

提供 

22年度以
降 

租税特別措置等
に係る政策評価
について、厳格に
点検を行うとと
もに、点検結果を
毎年度の税制改
正作業に対し、適
時に提供するこ
とが必要である
ため。 
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  政策３ 4/9 ページ 

 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 

行政評価局調査の実施 行政評価局調

査の迅速かつ

的確な実施の

状況 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度

新規着手テ

ーマについ

て、それぞ

れのねらい

に応じた適

期に勧告等

を行えるよ

うに進行管

理を行うこ

と（詳細は

別紙参照）

22年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「行政評価等プ
ログラム」におい
て平成 22 年度新
規着手テーマと
して選定された
７テーマごとに、
同プログラムで
示された「行政評
価局調査」機能に
係る取組の方向
性も踏まえ、それ
ぞれのテーマの
ねらいに応じた
適期に勧告等を
行えるように進
行管理を行うこ
とを明らかにし
た。また、「行政
評価局調査」機能
の実効性をより 
掘り下げて検証
するため、関係府
省における政策
への反映の状況
等の把握に併せ
て、行政運営の効
率化・適正化等に
係る効果を可能
な限り定量的に
把握することと
した。 

 
行政評価局調

査に係る勧告

等に基づく、関

係府省の政策

への反映、行政

制度・運営の見

直し・改善の状

況 

 

Ｃ 行政運営の

効率化・適

正化等に係

る効果を可

能な限り定

量的に把握

すること 

22年度 
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  政策３ 5/9 ページ 

 

 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 

行政相談の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政評価局（管

区行政評価局

及び行政評価

事 務 所 を 含

む。）受付の相

談件数のうち

の苦情件数 

 

Ｐ 

 

 

 

 

 

 

21 年度比 

約１割(200

件)増 

 

 

 

 

(22年度)

 

 

 

 

 

 

22 年５月に決定
した「行政相談委
員との協働の充
実及び行政相談
機能向上のため
のアクションプ
ラン」は、行政相
談事案等の処理
の充実・向上を図
るものであり、こ
れによる重視す
べき成果につい
ての目標を設定
したもの。 
なお、これらは、
行政相談業務に
ふさわしい数値
目標のあり方を、
今後６か月程度
を目途に、民間の
実情等も踏まえ
て研究すること
としたことにか
んがみ、暫定的な
数値目標である。

 

【指標の現況】 

21年度速報値

2,061件 

 

 

 

 

 

 

中央・地方の行

政苦情救済推

進会議の審議

案件数 

Ｐ 

 

 

 

21 年度比 

約４割(８

件)増 

 

(22年度)

 

 

 

【指標の現況】 

21年度21件 

 

 

行政相談委員

が管区行政評

価局又は行政

評価事務所に

処理協力を求

めた相談件数 

Ｐ 

 

 

 

 

21 年度比 

約５％（50

件）増 

 

 

(22年度)

 

 

 

 

【指標の現況】 

21年度速報値

981件 

 

 

 

 

行政相談委員

法第４条に基

づく意見の提

出件数 

Ｐ 

 

 

21 年度比 

約１割（15

件）増 

(22年度)

 

 

【指標の現況】 

21年度147件 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

 

年金記録に関するあっせん

等の実施 

今後の年金記

録確認体制の

検討に向けた

厚生労働省と

の調整の推進 

 

Ｐ 第三者委員

会の業務に

ついて早期

に目途を付

けること及

び今後の年

金記録確認

体制の在り

方 に つ い

て、結論を

得る（厚生

労働省と協

議） 

22 年度 

 

現在、行政評価局
においては、年金
記録確認第三者
委員会の事務局
を担っており、国
民からの申立て
の迅速かつ的確
な処理を促進す
るため、調査等の
要員を当該業務
にシフトして取
り組んでいるこ
とから、行政評価
機能の強化方策
の適切かつ効果
的な実施に当た
っては、当該業務
について、早期に
目途を付けるこ
とが不可欠 

 

【指標の現況】 

・行政評価局の

22年度末定員

のうち、約５

割が第三者委

員会に従事 

・22年6月1日時

点において、

総申立件数の

約８割を処理

済み 

 

 回復委員会

へ の 協 力

（データ提

供等）の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

22 年度 

 

当該業務について、早期
にめどを付けるべく、厚
生労働省の年金記録回復
委員会における年金記録
問題への対応方策の検討
に協力するとともに、今
後の年金記録確認体制の
検討に向けた厚生労働省
との調整を図り、これら
方策の具体化の内容に応
じ、所要の措置を講ずる。
なお、年金記録確認第三
者委員会が存続する間に
おいては、年金記録に関
するあっせん等の実施に
当たっては、当面、右記
（目標欄）に掲げた処理
方針により、処理の促進
を図る。 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

行

政

改

革

・

行

政

運

営 

  

年金記録に関
するあっせん
等の実施 

Ｐ 21年度に年
金受給者か
ら申し立て
られた事案
について、
優先的に処
理の促進を
図る 

22 年度 第11回年金記録
確認中央第三者
委員会基本部会
（21年12月24日）
において、原口総
務大臣から年金
記録確認第三者
委員会に対して、
「平成21年度に
年金受給者から
申し立てられた
事案について、優
先的に処理の促
進を図るととも
に、20年度に申し
立てられた加入
者からの事案に
ついても、早急に
処理を進める」よ
う依頼が行われ
た。 
 
（参考） 
20年度に年金受
給者(無年金者を
含む｡)から申し
立てられた事案
については、遅く
とも21年中を目
途に処理を終え
る。 
 

【指標の現況】 

22年6月1日時

点において、 

・20年度に受け

付けた申立て

に つ い て 、

99.9％処理。 

・21年度に受け

付けた受給者

に係る申立て

について、59. 

9％処理 
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（別紙） 

 

【政策評価（統一性・総合性確保評価）】 

児童虐待の防止等に関する政策評価（総合性確保評価） 

 

 

 

 

 

法科大学院の教育と司法試験等との連携等による法曹の養成に関する政策評価（総合性確保評価） 

 

 

 

 

 

【行政評価・監視】 

職員研修施設に関する調査 

 

 

 

 

国の行政機関の法令等遵守（会計経理の適正化等）に関する調査 

 

 

 

 

本政策評価は、児童虐待の防止等に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い、

関係行政の今後の在り方の検討に資するため実施するものである。平成 22 年度においては、年内に実務者を対象として実施するアンケー

ト調査の結果公表を行う。なお、評価結果については、平成 24 年度予算編成に資するようなタイミングで取りまとめ、必要な勧告等を行

う。 

本政策評価は、法曹の養成に関する政策の現状及び効果の発現状況等を調査・分析し、関係行政機関の各種施策が総体としてどの程度

効果を上げているかなどの総合的な観点から評価することにより、法曹養成制度の見直しに資するために実施するものである。本政策評

価については、平成 22 年５月に政務官主宰の研究会を設置し、調査・評価の在り方、方法等を検討する。その結果を踏まえ、平成 23 年

１月を目途に調査を開始する。なお、評価結果については、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（平成 14 年法律第

139 号）附則第２条の規定に基づく検討（法施行後 10 年経過時）に資するようなタイミングで取りまとめ、勧告等を行う。

本調査は、多種多様な各府省の研修施設の概況を明らかにするとともに、行政運営の効率化・適正化を図る観点から、研修施設におけ

る研修の実施状況や施設の活用状況等を把握し、その見直しに資するために実施するものである。このため、平成 23 年度予算編成に反映

できるようなタイミングで調査結果を取りまとめ、勧告等を行う。 

本調査は、平成 21 年３月に総務省が勧告した「国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査」のフォローアップ（９月）について、依

然として国の行政機関等における不適正な会計経理の指摘があることを踏まえ、これを６月に前倒しで行うとともに、各府省における不

適正な会計経理防止対策等の実施状況を追加調査し、国の行政機関の法令等遵守（会計経理の適正化等）に資するために実施するもので

ある。このため、平成 22 年４月から調査を開始し、６月末を目途に調査結果を取りまとめ、勧告等を行う。さらに、この調査結果を踏ま

え問題があると考えられる場合には、必要に応じて追加調査の実施を検討する。 
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検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査 

    

 

 

 

社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視 

  

 

 

 

 

公共職業安定所における職業紹介等に関する行政評価・監視 

 

 

 

 

 

本調査は、検査検定制度及び資格制度の全体像を明らかにするとともに、検査への対応や資格取得における受検料、受講料などの負担

状況等を把握し、その軽減を図るために実施するものである。このため、平成 22 年７月から調査を開始し、各府省における早期の制度の

見直しに資するよう、年度内に調査結果を取りまとめ、勧告等を行う。 

本行政評価・監視は、高度経済成長期に集中的に整備された国及び地方公共団体等が維持管理する社会資本ストックの現状等を把握す

るとともに、ライフラインとなっている社会資本、国民の安全・安心にかかわる社会資本を中心に、効率的・効果的な維持管理及び更新

等の在り方について検討するものであり、平成 22 年７月から本省による概況調査を、12 月から管区行政評価局等を動員した実地調査を

開始する。なお、調査結果については、平成 24 年度予算編成に資するようなタイミングで取りまとめ、勧告等を行う。 

本行政評価・監視は、公共職業安定所における求人開拓及び職業紹介の実施状況、未充足求人対策の実施状況、ＮＰＯ等との連携状況、

市場化テストの実施状況を調査し、公共職業安定所における労働力需給調整機能の強化及び雇用のミスマッチの縮小に資するために実施

するものであり、平成 22 年 12 月から実地調査を開始する。なお、調査結果については、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、平成 23 年度の

できるだけ早期に取りまとめ、勧告等を行う。 
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平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

地

方 

行

財

政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【政策４】 
地域主権型社会の確立に向
けた地方行政体制整備等 
 
 
【基本目標】 
地域主権型社会の確立に向
けた地方制度・地方行政体制
の整備等を推進する。 
 
【評価方式】 
総合評価方式 
 
【評価実施年度】 

H20 － 

H21 実施済 

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

（第 3期基本計画期間中） 
 
 
 
 

地域主権型社会を確立する
ための施策の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方自治法の抜本改正 
【目標】 地域主権の確立を目指し、地方行財政検討
会議において、中期的に地方自治法の抜本的な見直
しについて検討を進め、成案が得られた検討結果を
地方自治法改正案として取りまとめ、順次、国会に
提出していく。更に、地方分権改革推進委員会の第
２次勧告等で指摘されている地方自治法における
義務付け・枠付けを積極的に見直す。(４０条項) 
【現状】 前倒しとして、今国会に地方自治法の一部
を改正する法律案を提出。 

 ・議員定数の法定上限の撤廃 
 ・議決事件の範囲の拡大 
・地方分権改革推進計画に基づく義務付けの撤廃 
（３０条項） 等 

・地方分権改革推進法
等に基づく地方分権
の推進の状況 
・地方分権改革推進委
員会（第３次勧告） 
・地域主権戦略会議の
審議状況 
・地方行財政検討会議
における検討状況 

基礎自治体の行財政基盤の
強化 
 

地方公共団体の組織及び運営についての自由度の
拡大の具現化 
【目標】 効率的な行政運営や多様な市町村の事務の
補完を可能とするため、行政機関等の共同設置を可
能とする地方自治法改正案を提出しており、成立後
は市町村で活用を図るよう、周知徹底していく。 
【現状】 事務の共同処理の件数 （平成 20 年 7月 1
日現在） 
①事務の委託    5,109 件 
②一部事務組合   1,664 件 
③機関等の共同設置  407 件 
④協議会       284 件 
⑤広域連合      11 件 

市町村合併の件数 
642 件 

合併後の市町村数 
1,727 市町村 

合併補助金を活用し
た事業数   585 件 
（平成 22年 3月 31日
現在） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

 住民基本台帳制度の充実強

化 

住民票の写し等の交付に係る住民の利便性の向上 
【目標】 

コンビニエンスストアにおいてキオスク端末を利用した

住民票の写し等を交付するサービスについて、市区町村の

導入を推進し、平成 22 年度に新たに 20 団体の導入を目指

す。 

【現状】 

○ 導入団体(４団体)及び発行枚数（平成 22年４月末現在） 

 ・東京都渋谷区 195 枚 

 ・東京都三鷹市 132 枚 

 ・千葉県市川市 487 枚 

 ・福島県相馬市  26 枚 
住民基本台帳法関係法令改正の効果（閲覧件数の変
化等） 
【目標】 

請求時における本人確認を厳格化するなど、個人情報保

護に十分留意した住民基本台帳の閲覧・交付制度の運用を

促す。 

【現状】 

○ 住民基本台帳の閲覧件数（平成 18 年 11 月１日施行） 

  平成 17 年度： 1,029,849 件 

  平成 18 年度：   774,401 件 

  平成 19 年度：    61,735 件 

  平成 20 年度：    90,428 件 

○ 住民票等の写しの交付件数（平成 19 年５月１日施行） 

平成 17 年度：75,029,921 件 

  平成 18 年度：74,090,555 件 

  平成 19 年度：71,057,478 件 

平成 20 年度：66,500,770 件 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

 地方行革の推進 地方公共団体における行政改革の取組状況 
【目標】 各地方公共団体の集中改革プランの取組を
平成 22 年度に総括するとともに、今後の自主的
な地方行革に資するべく情報提供等を実施。 

【現状】 集中改革プランは、平成 17～21 年度の 5
年間の計画であり、現在フォローアップ調査を実
施中。 

地方行革については、地方

公共団体の自主的かつ不

断の取組が期待される。 

 

【集中改革プランにおけ

る取組】 

（H17.4.1～H22.4.1） 

地方公務員の純減目標 

▲６．４％ 

地 方 公 務 員 の 純 減 率

（H21.4.1 現在） 

▲６．２％ 

※国家公務員の純減目標 

▲５．７％ 

地方公務員制度の整備・充実 地方公務員数の推移 
 
 
 
 
 

地方公共団体において、地

方公務員数の抑制に着実

に取り組み、積極的な行政

改革の推進に努めるよう

促す。 

ラスパイレス指数の状況 公表された各地方公共団

体のラスパイレス指数を

活用して、住民及び地方公

共団体がその水準を判

断・検証するのに役立てる

よう促す。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方 

行

財

政 

  給与制度・運用の適正化状況 各地方公共団体において、

住民の理解と納得を得る

ため、給与の適正化に取り

組むよう促す。 

人事委員会勧告における地域民間給与の反映等の
状況 

 

給与情報等公表システムによる公表状況 
【目標】 各地方公共団体において、給与情報等公表
システムによる給与・定員管理に関する情報の公表
が実施され、当該情報について透明性が確保される
とともに団体間の比較・分析が可能となるよう促
し、平成 23 年度の実施率 100%を目指す。 
【現状】 1,803 団体（97.7%） 
（平成 21年 4月 30 日現在） 

 

地方公共団体の人事制度改革の状況（任期付採用の
実施団体） 
【目標】 公務の能率的かつ適正な運営を確保するた
め、職員の任用・勤務形態の多様化の取組が進めら
れるよう促す。 
【現状】 214 団体（11.6％） 
（平成 21年 4月 1日現在） 

 

人材育成基本方針の策定状況 
【目標】 各地方公共団体において、求められる職員
像、人材育成の方策等を明確にした人材育成基本方
針の策定を促し、平成 23 年度の策定率 90%を目指
す。 
【現状】 1,579 団体（85.5％） 
（平成 21年 4月 1日現在） 
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平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

【政策５】 

地域力創造 

 

【基本目標】 

地域の特性にあった魅力あ

る地域づくりを行う地方公

共団体を支援する。 

 

【評価方式】 

総合評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 実施済

H21 － 

H22 ○ 

H23 － 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

緑の分権改革の推進 緑の分権改革の取組状況 

【目標、目標年度：緑の分権改革に取り組む地方公

共団体数を平成 22 年には 400 団体、平成 26 年に

は 800 団体、平成 32 年には 1400 団体とする。】

【現況：251 団体(平成 22 年 3 月現在)】 

地域のクリーンエネルギ

ー、食料、歴史文化資産、

人、資金などを最大限活用

し（市民共同で設置する小

規模発電所、食のブランド

化、地域の伝承、地域の文

化資産等によるまちづく

り等）、地域の自給力と創

富力（富を生み出す力）を

高める。 

定住自立圏構想の推進 定住自立圏の取組状況   

【目標、目標年度：平成 22 年に定住自立圏の圏域

数を 60 圏域とする。（平成 32 年に定住自立圏を

形成する地方公共団体数を 600 団体とする。）】

【現況：29 圏域（平成 22 年 3 月現在）】 

 

都市は都市らしく、農山漁

村は農山漁村らしい地域

振興を進めるため、圏域ご

とに生活機能等を確保し、

地方圏における定住の受

け皿を形成する定住自立

圏構想を推進する。 

地方公共団体の地域づくり

の支援 

都市・農山漁村の教育交流の実施状況 

【目標、目標年度：子ども農山漁村交流プロジェク

ト参加児童数について、平成 22 年度末に 80,000

人を目指す。】 

【現況： 79,615 人（総務省の制度を活用した人数、

平成 21 年度）】 

 

教育交流に向けた情報提

供・気運醸成を図る。 
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   政策５ 2/3 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

  地域人材力活性化事業における人的支援の状況 

【目標、目標年度：地域おこし協力隊員と集落支援

員について、平成 22 年度末に合わせて 1,000 人

を目指す。】 

【現況：538 人（内訳：地域おこし協力隊員…89 名、

集落支援員…449 名（平成 21 年度実績））】 

 

人材力活性化プログラム

等に基づき、人材力の活性

化、ネットワーク・交流の

強化、情報提供等を推進

し、地域力創造の基本とな

る人材力の強化を図る。 

地方公共団体の国際化施策

の推進 

ＪＥＴプログラムの招致人数及び招致国数 

【目標：地域レベルでの国際交流の推進に資するＪ

ＥＴプログラムの招致人数の前年並み確保を目

指す。】 

【現況：招致人数 4436 人 招致国数 36 か国(平成

21 年度)】 

 

「地域における多文化共生推進プラン」の普及状況

【目標：「地域における多文化共生推進プラン」の

普及促進により、多文化共生に関する計画指針等

の制定団体数の５％増を目指す。】 

【現況：多文化共生に関する計画・指針の策定状況

490 団体 多文化共生に関する条例の策定状況 24

団体（平成 22 年 4 月 1日現在）】 

 

地方公共団体が実施する地

域振興施策の推進（中心市街

地活性化、ＰＦＩ事業の支

援） 

地方公共団体におけるＰＦＩ事業の実施方針公表

数の推移 

【目標：地方公共団体への制度内容の周知等によっ

て、実施方針公表数について、30 件程度の確保

を目指す。】 

【現況：実施方針公表数 29 件（平成 20 年度実績）】
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   政策５ 3/3 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

  中心市街地活性化に係る交付税措置の利用状況 

【目標：地方公共団体への制度内容の周知等によっ

て、交付税措置申請件数について、850 件程度の

確保を目指す。】 

【現況：交付税措置申請件数約 834 件（平成 17～

21 年度実績平均値）】 

 

過疎対策事業の推進 

 

過疎補助事業により整備した交流施設の利用者数 

【目標：１施設あたりの平均利用者数を直近 3ヶ年

実績の平均以上とする。】 

【現況：41 千人（平成 19 年度～平成 21 年度平均】

交流施設の積極的な活用

を促す。 

過疎地域集落再編整備事業によって整備した定住

団地等の整備状況 

【目標：定住促進のために定住団地等の整備の促

進】 

【現況：９件（平成 20 年度実績）】 

 

辺地に係る公共的施設の総

合整備の促進 

 

 

辺地数 

【目標：辺地数の対平成 21 年度比▲1.0%を目指す

（ただし、人口減によっても辺地の基準を満たさ

なくなることに留意が必要）。】 
【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：辺地数 6,719(平成 21 年 3 月 31 日現在)】

辺地とその他の地域におい

て住民の生活文化水準の著

しい格差があるが、公共的施

設の総合整備によりその地

域格差が是正され、辺地数の

減少に結びつくことから、辺

地数の指標の状況により施

策の有効性を測定するもの

である。 
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   政策６ 1/１ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

【政策６】 

地域主権型社会の確立に向

けた地方財源の確保と地方

財政の健全化 

 

【基本目標】 

地域主権型社会の確立に向

け、地方公共団体の安定的

な財政運営に必要となる地

方財源を確保するととも

に、地方財政の健全化を推

進する。 

 

【評価方式】 

総合評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 実施済

H21 実施済

H22 ○ 

H23 ○ 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

地方財政計画等の策定 地方財政計画の規模 

【目標】地方公共団体が行う事務・事業の実施に必要な財源を確保する。 

【現状】平成 22 年度地方財政計画の規模 82 兆 1,268 億円 

 

一般財源比率 

【目標】安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額

を確保する。 

【現状】平成 22 年度一般財源比率 63.0％程度 

地方債依存度 

【目標】歳入総額に占める地方債の割合の適正化に努める。 

 【現状】平成 22 年度地方債依存度 16.4％程度 

借入金残高 

【目標】借入金残高の適正化に努める。 

【現状】平成 22 年度末見込み 200 兆円程度 

平成 23 年度地方財政計画策定のために実施した地方財政対策 

【目標】地方公共団体の安定的な財政運営に必要となる地方財源を確保する

ため、地方の財源不足額について、適切な補てん措置等を講じる。

【現状】平成 22 年度に補てんした財源不足額 18 兆 2,168 億円 

地方債計画における公的資金の規模及び地方公共団体金融機構の充実 

【目標】地方債計画における所要の公的資金の規模を確保するとともに、地

方公共団体金融機構の仕組みを、財務基盤を含め充実する。 

【現状】平成 22 年度地方債計画の規模 15 兆 8,976 億円 

地方公共団体財政健

全化法の円滑な施行 

健全化判断比率等の状況 

【目標】健全化判断比率等の状況を踏まえ、地方公共団体及び地方公営企業

等の財政健全化を促進する。 

【現状】平成 21 年度末現在の財政健全化計画等の策定団体 

    ・財政健全化計画 21 団体 

    ・財政再生計画 1 団体 

    ・経営健全化計画 42 団体（53 会計） 

地方公営企業等の経

営改革の推進 
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   政策７ 1/2 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

【政策７】 

地域主権型社会を担う地方

税制度の構築 
 
【基本目標】 
社会経済情勢等を踏まえ、

地域主権型社会を担う地方
税制度の構築を推進する。 
具体的には、 
・地方が自由に使える財源を
拡充するという観点から、
国・地方間の税財源の配分の
あり方を見直すこと 
・税の偏在性が少なく、税収
が安定的な地方税体系の構
築 
・地方税負担軽減措置等の整
理 
等を目指す。 
【評価方式】 
 
総合評価方式 

地方税に関する制度の企画

及び立案、国・地方間の税財

源の配分のあり方を見直す

こと 

 

 

 

 

 

 

国・地方間の税財源配分 

【目標】地方が自由に使える財源の拡充 

【現状】国：地方＝54.1：45.9（平成 20 年度） 

 

地方税収の人口一人当たり税収額指数 

【目標】偏在性の縮小、税収の安定性の向上 

【現状】地方税収の格差 3.0 倍（平成 20 年度）

    地方法人二税  6.6 倍（平成 20 年度）

    地方消費税   1.8 倍（平成 20 年度）

地方税収の推移 

歳入総額に占める地方税の割合の推移 

【目標】歳入総額に占める地方税の割合の拡充 

【現状】42.9%（平成 20 年度） 

都道府県税及び市町村税の税収構成比 

地方税の滞納額（累計）の推移 
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   政策７ 2/2 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

地

方

行

財

政 

 

【評価実施年度】 

H20 実施済

H21 実施済

H22 ○ 

H23 ○ 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

  

地方税負担軽減措置等の整理 

【目標】 

・平成 22 年度税制改正以後４年間で、全 286 項目

（平成 22 年度税制改正時点）について抜本的に見

直す。 

・平成 23 年度税制改正においても、平成 22 年度税

制改正と同様、大幅な整理を目指す。 

【現状】平成 22 年度税制改正で見直しの対象とし

た 90 項目のうち、47 項目（５割以上）を廃止（サ

ンセット含む） 
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   政策８ 1/3 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

選

挙

制

度

等 

【政策８】 

選挙制度等の適切な運用 

 

【基本目標】 

選挙制度、政治資金制度及び

政党助成制度等を適切に運

用し、民主政治の健全な発達

に寄与する。 

 

【評価方式】 

実績評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 実施済

H21 － 

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

（第 3期基本計画期間中） 

 

 

選挙制度等に係る調査研究 

 

 

 

・在外選挙人登

録の促進のた

めの在外選挙

の制度改善に

ついての検討 

・区割審議会に

おける衆議院

小選挙区の区

割り改定作業

に向けた調査

研究 

・インターネッ

トによる選挙

運動に係る論

点整理 

・永住外国人の

地方参政権付

与に係る論点

整理 

 

 

   選挙の管理執行

等から明らかに

なった問題に対

して、調査検討を

行い、社会のニー

ズ等へ対応 
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   政策８ 2/3 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

選

挙

制

度

等 

 選挙等の管理執行及び普及

宣伝 

 

 

 

 

 

 

 

在外選挙人名

簿登録者数 

 

 110,000 人

(※) 

２３年度

 

在外選挙制度の

周知や在外選挙

人登録の促進 

※新制度までの

暫定的な目標 

スーパー、駅構

内等における

期日前投票所

数 

 100 箇所 ２３年度

 

投票への参加機

会の増加・利便性

の確保 

 

投票所入り口

段差解消割合 

 

 100% 

※人的介助

含む 

２３年度

 

老年者、障がい者

の方が投票しや

すい環境作り 

 

点字・音声情報

媒体による「選

挙のお知らせ

版」の発行につ

いて（都道府県

単位） 

 点字版 

100% 

音訳版 

100% 

 

２３年度

 

投票所入場券

バーコード化 

 65%以上 

 

２３年度

 

選挙管理執行事

務の効率的な処

理 

２２参選後に投

開票事務にかか

る効率化等に取

り組んでいる団

体数の把握と、今

後の数値目標の

設定を行う 

投票用紙計数

機導入状況 

 95%以上 

 

２３年度
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   政策８ 3/3 ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

選

挙

制

度

等 

 政治資金・政党助成制度の適

切な運営 

 

総務大臣届出

政治団体の収

支報告書提出

率（収支報告書

公表率） 

 政党（支部含

む）、政治資

金団体、国会

議員関係政

治団体につ

いては、提出

率 100％ 

（政治団体

全体では、過

去３ヵ年平

均（85.1％以

上）を確保）

 

２３年度

 

政治資金収支報

告書の提出状況

に関し、特に国民

の関心の高いと

考えられる政党、

政治資金団体、国

会議員関係政治

団体の提出率に

ついて目標を設

定する。また、全

体としては例年

と同水準の提出

率を確保するこ

とを目指す。 
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   政策９ 1/２ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

電

子

政

府

・

電

子

自

治

体 

【政策９】 

電子政府・電子自治体の推進 

 

【基本目標】 

行政分野へのＩＴの活用に

より、国民の利便性の向上と

行政運営の合理化、効率化及

び透明性の向上を図り、ＩＴ

を活用した便利で効率的な

電子行政の実現を目指す。  

 

【評価方式】 

総合評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 実施済 

H21 － 

H22 ○ 

H23 － 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

電子政府の推進 

 

最適化ガイドライン等に基づく各府省の業務・シス

テム最適化に向けた取組において、最適化計画の策

定・実施状況 

【目標(値)：409 億円の経費削減効果】 

【目標年度：平成 22 年度】 

 

 

 

国民・企業の利用頻度が高い申請・届出等手続（71

手続）に重点化したオンライン化の利用率 

【目標(値)：72％】 
【目標年度：平成 25 年度】 

【現況：50.6％（20 年度末）】 

 

費用対効果等を踏まえ、真に利便性の高い行政サー

ビスのオンライン利用の行動計画の策定 

 

 

平成 22 年 5月に「新た

な情報通信技術戦略」

（IT 戦略本部決定）が

策定され、「オンライ

ン利用に関する計画を

2010 年度中に取りまと

める」とされている。 

電子政府の総合窓口（e-Gov）へのアクセス件数（利

用件数）など 

【目標(値)：1億 9,668 万件】 

【目標年度：平成 22 年度】 
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   政策９ 2/２ページ 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

電

子

政

府

・

電

子

自

治

体 

 

地方公共団体の情報化の推

進  

自治体業務に係るクラウド導入に向けた行革可能

性調査の実施状況 

【目標：全ての地方公共団体】 

【目標年度：平成 22 年度】 

【現況：200 団体程度に調査を実施中】 

 

自治体業務に係るクラウド導入に向けた工程表策

定の実施状況 

【目標：全ての地方公共団体】 

【目標年度：平成 23 年度】 

 

自治体業務に係るクラウド導入の推進状況 

【目標： 個別システムで 1/2～2/3 程度、トータル

で 30%（1200 億円/年）以上の経費削減効果】 

【目標年度：平成 27 年度】 

【現況：6 道府県 66 市町村による開発実証を実施

中】 

 

バックオフィス連携による添付書類等の省略、プッ

シュ型サービスの実現に向けた取組状況 

【目標：自治体間等の連携によるサービスの実現

（平成 26 年メド）に向け、業務改革方針を策定】

【目標年度：平成 23 年度】 

 

地方公共団体に対する申請・届出手続におけるオン

ライン利用の進捗状況 

【目標：50%】 
【目標年度：平成 24 年度】 

【現況：27.6%（20 年度）】 

オンライン化動向や利用動向を踏まえ、利便性・効

率性の観点から見直し 

平成22年5月に「新たな情

報通信技術戦略」（IT戦

略本部決定）が策定され、

「オンライン利用に関す

る計画を2010年度中に取

りまとめる」とされてい

る。 
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   政策１０ 1/1 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

【政策 10】 
情報通信技術の研究開
発・標準化の推進 
 
【基本目標】 
国民がICTの真価を実感で
きるユビキタスネットワー
ク社会の実現に向けた情報
通信技術の研究開発・標準化
を推進する。 
 
 
 
【評価方式】 
実績評価方式 
 
評価実施年度 
H20 実施済 

H21 実施済 

H22 ○ 

H23 ○ 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

     研究開発、国際共同研
究開発等を推進する活
動の成果を表す指標及
び目標により本施策の
進行管理をする。 
なお、個々の研究開発
課題の目標について
は、外部専門家による
評価を受けているとこ
ろ。 

 

情報通信技術
の研究開発・
標準化の推進 

外部専門家による
評価において、当初
の見込み以上の成
果があったと判定
された課題の割合 

Ｐ 
 

80％ 22 年度 研究開発・標準化の進
捗及び目標達成度を客
観的に評価・把握する
ため、外部専門家によ
る評価を実施する。 

・研究開発・標準化の
推進に向けて実施し
た取組 
・論文数 
・特許出願数 
・報道発表数 
・技術移転件数 
・国際電気通信連合
(ITU）インターネッ
ト技術の国際標準化
組織（IETF）等の情
報通信分野における
重要な国際標準化機
関において提案され 

  た標準の件数 
   ※当該件数は情報
通信分野の研究開発
により得られた成果
を国際標準に反映す
るなど標準化の推進
について成果を測る
指標。 

研究開発の成果に
基づき、査読済論文
発表、国内外の特許
出願、あるいは国際
標準提案を実施し
た課題の割合 

Ｐ 80％ 23 年度 外部専門家の評価に加
え、研究開発・標準化
の進展状況を定量的に
評価・把握するため論
文発表等の件数を指標
として設定する。 
なお、論文審査等に要
する時間を考慮して、
目標年度は研究開発終
了１年後とする。 
 

※ITU: International Telecommunication Union 
  ※IETF: Internet Engineering Task Force  
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   政策 11 1/5 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   参考となる指標そ
の他の参考となる
情報 

下位レベルの施
策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び目
標年度の設定についての
考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

【政策 11】 
情報通信技術高度利活用
の推進 
 
【基本目標】 
社会・経済のＩＣＴ化の推
進及び安心・安全な利用環
境の整備等によるＩＣＴ
利活用の促進により、ユビ
キタスネット社会を実現
する。 

 
【評価方式】 
実績評価方式 
 
評価実施年度 
H20 - 

H21 - 

H22 ○ 

H23 - 

H24 - 
（第 3期基本計画期間中） 

ASP･SaaS の普
及促進 

ASP・SaaS の普及促
進に資する、分野別
ガイドライン等の
策定数 

Ｐ 分野別ガイド
ライン等を３
つ 以 上 策 定
し、ASP・SaaS
の普及促進を
図る。 

24 年度 世界最先端のブロードバ
ンド環境が整備されてい
るという我が国の強みを
生かし、ＩＣＴ利活用を
推進していく上で極めて
有効なツールである
ASP・SaaS の安全･安心な
利用環境を整備するた
め、ASP・SaaS の適用分
野拡大を図るための分野
別ガイドラインを策定す
るための調査研究、ASP・
SaaSの利用高度化のため
の実証実験を行う。 

 

コンテンツの
流通促進 

ＩＰＴＶに係る技
術の標準化状況 

Ｐ 放送連携サー
ビスに係るテ
レビ受信機の
標準技術仕様
の策定及び一
般公開 
 
 

24 年度 高度な情報通信インフラ
を活用したデジタル・コ
ンテンツの流通を促進す
るため、実証実験の目標
達成度の指標により本施
策の進行管理をする。目
標は「知的財産推進計画
2009」に基づくもの。 
  
【指標の現況】 
・放送連携サービスに係
るテレビ受信機の技術要
件をとりまとめ、実証実
験を通じて有効性や課題
点を検証し、それに基づ
き技術仕様の標準化を推
進する。 
・配信側のコンテンツ加
工技術仕様の技術要件の
共通化を図り、実証実験
を通じて有効性や課題点
を検証し、それに基づき
技術仕様の標準化を推進
する。 

 

Ｐ 配信側のコン
テンツ加工標
準技術の策定
及び一般公開 
 
 

24 年度 
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   政策 11 2/5 ページ 

 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   参考となる指標そ
の他の参考となる
情報 

下位レベルの施
策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び目
標年度の設定についての
考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 

情報通信分野
の人材育成 
 

最先端ネットワー
ク技術を活用した
遠隔教育システム
（遠隔でのシステ
ム開発演習環境の
設定・管理等）の標
準仕様の作成・公表
についての目標達
成度 

Ｐ 高度 ICT 人材
育成クラウド
システムの標
準 仕 様 の 作
成・公表 
 

23 年度 ＩＣＴ技術を必要とする
幅広い分野の専門家育成
のための遠隔教育システ
ムの標準仕様を作成・公
表することにより、本シ
ステムの実用化を促進す
る。 

 

Ｐ 2 大学を中核
とする地域で
標準仕様に基
づくクラウド
システムの共
同利用開始 

23 年度 

ＩＣＴを利活
用した新規サ
ービスの創出
支援 

新たなＩＣＴサー
ビスの実用化・展開
がなされたプロジ
ェクト件数 

Ｐ 実証を実施し
た全 54件の新
たなＩＣＴサ
ービスの実用
化・展開 

23 年度 医療・健康、地球温暖化
対策、農業・地場産業、
地域活動等の国家的課題
に対して、新たな ICT サ
ービスモデルを確立する
ことにより諸課題の緩和
を図る。 

 

広域連携によ
るＩＣＴ利活
用の推進 

地域情報化の普及
進展状況 

Ｐ 
 

各分野ごとの
ＩＣＴ利活用
率（全国市町
村のうちＩＣ
Ｔ利活用を実
施している市
町村の割合）
の倍増 

25 年度 
 

「新成長戦略」において、
「光などのブロードバン
ドサービスの利用を更に
進める」とされている。 
遠隔医療、児童・高齢者
見守り、防災情報提供な
ど、広域連携を前提とし
た実証事業を実施し、効
果的・効率的なＩＣＴの
普及を図る。 
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   政策 11 3/5 ページ 

 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   参考となる指標そ
の他の参考となる
情報 

下位レベルの施
策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び目
標年度の設定についての
考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 

行政業務シス
テム連携によ
る電子行政の
推進 
（地域情報プ
ラットフォー
ム 活 用 の 推
進） 

住民の利便性の向
上と行政の効率化
の実現につながる
業務システム間連
携等による業務改
革方針の策定状況 

Ｐ 地域情報プラ
ットフォーム
を活用した行
政業務システ
ム連携や民間
事業者との連
携による業務
改革方針の策
定 
 

23 年度 「新成長戦略」において、
「行政の効率化を図るた
め、各種の行政手続の電
子化・ワンストップ化を
進める」とされている。 
「原口ビジョンⅡ」にお
いて、「2013 年（平成 25
年）に、国民本位の電子
行政を実現」とされてい
る。 
 地方公共団体間等や地
方公共団体と民間事業者
間における業務システム
間連携による住民の利便
性向上と行政効率化の実
現を目指し、平成 23 年度
までに業務システム間連
携による業務改革等の検
討・実証を行い、その後、
関係機関と連携し、実現
に向けた各種課題の解決
等に取り組み、その実現
につなげる。 

 

行政業務シス
テム連携によ
る電子行政の
推進（行政業
務連携による
添付書類削減
方法の検証） 

企業の利便性向上
及び行政の効率化
を実現する共通企
業コードセンター
（仮称）の仕様策定
のための実証実験
の進捗状況 

Ｐ 共通企業コー
ド セ ン タ ー
（仮称）の仕
様の策定 

23 年度 経済界からの要望が強い
添付書類削減による利便
性向上の早急な実現を目
指すと共に、24年度からの
段階的運用開始を予定し
ている政府共通プラット
フォームのデータ連携機
能の実装に当たり、本事業
における検討状況を反映
させるため。 
 
【指標の現況】 
22年度からの実証実験 
の実施に向けて検討中。 

政府共通プラットフ
ォームの整備スケジ
ュール（「政府情報
システムの整備の在
り方に関する検討
会」報告書 平成 22
年 4 月） 
 
22 年度 
要求仕様の明確化 
23 年度 
設計・開発に着手 
24 年度 
段階的な運用開始 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   参考となる指標そ
の他の参考となる
情報 

下位レベルの施
策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び目
標年度の設定についての
考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 郷土（ふるさ
と）に根ざし
た携帯電話事
業の創出 

地域の課題解決に
対するＩＣＴの寄
与状況 

Ｐ ふるさとケー
タイ事業の構
築（９箇所） 

23 年度 国民に広く浸透している
携帯電話を利活用し、地域
の高齢者や子供の安心・安
全（医療・介護・健康）を
サポートするサービス等
を行う「ふるさとケータ
イ」（地域を支援するＭＶ
ＮＯ）の創出を推進するこ
とにより、暮らしの安心・
安全等の確保を図る。 

 

Ｃ ＭＶＮＯ加入
契約数を１.
５倍増 

23 年度 

情報バリアフ
リー環境の整
備 

字幕番組等の普及    本指標等は、「視聴覚障
害者向け放送普及行政の
指針」に定める字幕放送
及び解説放送の普及目標
（平成 20 年度から平成
29 年度まで）として定め
られているもの。平成 22
年度においてはこれらの
達成に向けた取組を推進
する。 

左記の目標（値）は、
ＮＨＫ（総合）、在
京キー５局等の場合 

・ 字幕付与可能な
放送時間に占め
る字幕放送時間
の割合 

Ｃ 100% 29 年度 

・対象の放送番組 
の放送時間に 
占める解説放 
送時間の割合 

Ｃ 10％ 29 年度 

ＩＣＴを使っ
た「協働教育」
の推進 

教育分野における
ＩＣＴ利用環境を
整備するためのガ
イドライン(手引
書)等の作成・公表
についての目標達
成度 

Ｐ 児童数、校舎
の形状、地理
的条件等諸条
件の異なる全
国１０校を実
証校に指定。 
 

23 年度 「原口ビジョン」におい
て、「デジタル教科書を
すべての小中学校全生徒
に配備（2015 年）」及び
「フューチャースクール
の全国展開を完了（2020
年）」とされている。 
教育分野におけるＩＣ 
Ｔ利用環境を整備するた
めのガイドライン（手引
書）等を作成・公表する
ことにより、フューチャ
ースクールの全国展開及
びデジタル教材（教科書）
の普及を推進する。 

 

Ｐ フューチャー
スクールのガ
イドラインの
作成・公表 

23 年度 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   参考となる指標そ
の他の参考となる
情報 

下位レベルの施
策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び目
標年度の設定についての
考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 

ＩＣＴによる
地球温暖化対
策の推進 

ＩＴＵ－Ｔの今期
研究会期(21～24
年度)標準化活動に
おける我が国から
の寄書提案数 

Ｐ ＩＴＵ－Ｔ今
期 研 究 会 期
（ 21 ～ 24 年
度）中に、我
が国からの寄
書提案を２０
件以上提出す
る。 

25 年度 ＩＣＴの利活用は、地球
温暖化対策に有効である
が、ＩＣＴによる地球温
暖化対策の評価手法は世
界的に未確立である。そ
のため、ＩＴＵ－Ｔでは
今期研究会期で当該評価
手法等について、勧告化
等（標準化）を行う予定
である。  
そこで、我が国はＩＣＴ
による地球温暖化対策を
推進するために、ＩＴＵ
－Ｔの活動に積極的に関
与・貢献する必要がある。 

 

ＩＴＳ情報通信シ
ステムの活用によ
る二酸化炭素排出
量の削減効果の実
証 

Ｐ ２割  24 年度 「原口ビジョン」におい
て、ＩＣＴパワーによる
二酸化炭素排出量 10%以
上の削減が目標とされて
おり、ＩＴＳ情報通信シ
ステムの活用による二酸
化炭素排出量削減への有
効性を調査・検証する。 

 

ＩＣＴの高度
な利活用の推
進・促進 

テレワーカーが就
業者人口に占める
割合 

Ｃ ２割 
 
※我が国における
テレワーカーの
就業者人口に占
める割合は、2005
年時点で10.4％
と推計されてい
る。 

22 年度 「ＩＴ新改革戦略」、「テ
レワーク人口倍増アクシ
ョンプラン」に掲げる政
府目標に沿って、様々な
職場でテレワークの導入
環境が確立されるよう、
2010年末までを集中的な
推進期間として、2005 年
比でテレワーカー人口比
率の倍増を目指す。 
 
【指標の現況】 
調査の実施主体である
国土交通省において、
実施中【15.2%（20 年）】 
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平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

【政策 12】 
ユビキタスネットワーク
の整備 

 
【基本目標】 
2011 年 7 月を目標として、
ユビキタス（「いつでも、ど
こでも、何でも、誰でも」使
える）なデジタル・ディバイ
ドのないインフラ整備を推
進する。 
 
【評価方式】 
 実績評価方式 
 
評価実施年度 
H20 - 

H21 実施済 

H22 － 

H23 － 

H24 ○ 
（第 3期基本計画期間中） 

情報通信基盤
の整備 
 

ブロードバンド・ゼ
ロ地域の解消 

Ｃ ブロードバン
ド世帯カバー
率 98.8%
（H21.3 時点。
5,225 万世帯）
を 100%（5,288
万世帯）にす
る。 

22 年度 
 

平成２１年度第１次補
正予算事業等により、
平成22年度末にはブロ
ードバンド・ゼロ地域
の解消に見込みがたっ
たところ、円滑かつ確
実に、当該目標が達成
できるよう関係事業等
の進捗状況を管理す
る。 
 

 

地域情報化政
策の推進 
 

地域情報化の普及
進展状況 

Ｐ 各分野ごとの
ＩＣＴ利活用
率（全国市町
村のうちＩＣ
Ｔ利活用を実
施している市
町村の割合）
の倍増 

25 年度 新成長戦略（平成 21 年
12 月 30 日閣議決定）に
おいて、「光などのブ
ロードバンドサービス
の利用を更に進める」
とされている。 
遠隔医療、児童・高齢
者見守り、防災情報提
供など、ＩＣＴ利活用
に関する優良事例や基
礎データの収集、導入
にあたっての課題の抽
出・分析など、ＩＣＴ
の普及に向けた調査等
を実施する。 

 

放送政策の推
進 
 

放送の普及及び健
全な発達に寄与す
る放送政策の推進 

Ｐ マスメディア
集中排除原則
や表現の自由
等に係る検討
に 必 要 な 調
査、分析等の
実施による放
送 政 策 の 補
強・拡充 

26 年度 第 174 回通常国会にお
いて審議中の放送法等
の一部改正法案の附則
において、マスメディ
ア集中排除原則の制度
の在り方等に関して、
施行後３年以内に見直
しを行うこととしてい
る。 
 

調査研究の結果の政策
への反映状況 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 我が国の放送
方式の海外普
及 

地上デジタル放送
方式検討国におけ
る我が国の地上デ
ジタル放送方式の
検討状況 

Ｐ 我が国の放送
方式の海外普
及働きかけを
南米諸国から
アジア・アフ
リカ諸国等に
も拡げてより
広範囲に普及 

23 年度 我が国の地上デジタル
放送方式の国際普及に
向けた取組について
は、南米諸国を中心に、
各国のニーズに対応で
きるシステムを開発
し、働きかけを実施し
てきたところ。 
 

我が国のデジタル放送
方式の海外普及活動の
状況 

国際放送の強
化 

外国人向け映像国
際放送の実施 

Ｐ 国として必要
な外国人向け
映像国際放送
の実施を NHK
に要請し、所
要の交付金を
交付する。 
各国・地域の
衛星放送やケ
ーブルテレビ
な ど を 通 じ
て、簡易な方
法で受信がで
き る 世 帯 数
（H22.3 時点 
1.25 億世帯）
を 1.9 億世帯
まで増加させ
る。 

25 年度 我が国の対外情報発
信力を強化するため、
平成21年 2月から新た
な外国人向け映像国際
放送を開始したところ
である。 
平成20年 4月に施行
した放送法では、同法
附則第 12 条により「施
行後 5 年を経過した場
合において、検討を加
え、必要があると認め
るときは、その結果に
基づいて所要の措置を
講ずるものとする」と
の規定に基づくもので
ある。 
 

委託協会国際放送の実
施状況 
 
調査研究の結果の政策
への反映状況 
 
BBC の視聴可能世帯数 
（H21.12 時点 2.95 億
世帯） 
 
CNNI の視聴可能世帯数 
（H21.4時点  2.49億
世帯） 
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   政策 13 1/6 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

【政策 13】 
情報通信技術利用環境の
整備 

 
【基本目標】 
電気通信事業の健全な発
達及び低廉なサービスの提
供の実現を推進するほか、
ネットワークセキュリティ
の高度化等を推進する。 
 
 
【評価方式】 
実績評価方式 
 
 評価実施年度 
H20 － 

H21 － 

H22 ○ 

H23 － 

H24 － 
（第 3期基本計画期間中） 

電気通信事業
における公正
競争ルールの
整備 

電気通信市場にお
ける公正競争の確
保・促進 

Ｐ 固定通信・移
動体通信・イ
ンターネット
接続等を対象
とした「電気
通信事業分野
における競争
状況の評価」
の と り ま と
め、公表の実
施 

23 年度 評価結果等を踏まえ、
公正競争ルールの整備
の在り方に関する検討
に資するため、電気通
信事業分野における競
争状況の評価の実施を
目標として設定する。 

電気通信事業の健全な
発達及び低廉で多様・
高度なサービスの提供
の状況を間接的に測
る、電気通信事業に関
する多種多様な情報
（電気通信事業者数の
推移、ブロードバンド
契約者数の推移、電気
通信サービスの料金の
推移） 

Ｐ 国内外の電気
通信市場の同
項及び既存の
料金制度の在
り方など、電
気通信事業に
おける料金算
定等に関する
調査研究の実
施 

22 年度 電気通信市場における
一層の競争促進を図る
ために必要な省令改正
等の具体的な政策検討
に資するため、本調査
の実施を目標として設
定する。 

Ｐ 諸外国の電気
通信番号の管
理動向及び国
内の管理制度
の 在 り 方 な
ど、電気通信
番号の管理の
在り方につい
て調査研究を
実施 

22 年度 電気通信番号のひっ迫
状況の緩和、電気通信
番号の有効活用の促進
に資するため、本調査
の実施を目標として設
定する。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 

電気通信分野
の消費者行政
の推進 

改正特定電子メー
ル法の適切な執行 

Ｐ 特定電子メー
ル送信適正化
業務委託先よ
り報告される
悪質な送信者
等に対し警告
メールを発出 

22 年度 迷惑メール問題解決の
ため、特定電子メール
の送信の適正化等に関
する法律第 3 条、第 4
条及び第 5 条に基づく
措置を目標として設定
する。 

 

Ｐ 警告メールに
従わない者に
対する報告徴
収 等 の 実 施
（可能なもの
から随時） 

22 年度 迷惑メール問題解決の
ため、特定電子メール
の送信の適正化等に関
する法律第28条に基づ
く措置を目標として設
定する。 
 

 

Ｐ 警告メールに
従わない者へ
の措置命令の
発出（可能な
も の か ら 随
時） 

22 年度 迷惑メール問題解決の
ため、特定電子メール
の送信の適正化等に関
する法律第 7 条に基づ
く措置を目標として設
定する。 

 

Ｐ 措置命令に従
わない者への
刑事告発（可
能なものから
随時） 

22 年度 迷惑メール問題解決の
ため、特定電子メール
の送信の適正化等に関
する法律第 34 条、第 35
条及び第37条に基づく
措置を目標として設定
する。 

 

Ｐ 迷惑メール対
策に係る研究
開発等の状況
の公表等 

22 年度 迷惑メール問題解決の
ため、特定電子メール
の送信の適正化等に関
する法律第13条に基づ
く措置を目標として設
定する。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 

 中小プロバイダ等
によるインターネ
ット上の違法・有害
情報の削除等の促
進 
 

Ｐ プロバイダ責
任制限法・イ
ンターネット
上の違法な情
報への対応に
関するガイド
ラ イ ン の 啓
発、個別事案
に対する相談
等による事業
者の適切な対
応（違法・有
害情報の削除
等）の支援の
実施 

22 年度 違法・有害情報に対処
するための法令・ガイ
ドラインはすでに整備
されているところ、そ
の啓発や、個別具体的
な場面での相談等の支
援を行うことにより、
事業者による適切な対
応が促進されることか
ら、目標として設定す
る。 
 

 

インターネッ
トの高度化 

実ネットワークと
同等の環境を持つ 
IPv6 テストベッド
の整備による人材 
（IPv6 ネットワー
ク技術者）の育成 

Ｐ 1000 人 22 年度 社会インフラであるイ
ンターネットの安定的
な利用を可能とするた
め、複雑かつ大規模な
IPv6 インターネットを
構築し、運用できる人
材を最低でも約3500人
育成することが必要で
あり、本施策において、
そのうち1000人を平成
22 年度に育成すること
を目標として設定す
る。 

 

トラヒックの集中
回避のためのネッ
トワーク制御に関
する実証実験の進
捗度 

Ｐ ネットワーク
位置情報を利
用する P2P や
地域 ISP に設
置したキャッ
シュを活用す
る こ と に よ
り、東京一極 

23 年度 社会インフラであるイ
ンターネットの混雑緩
和と安定的な利用を可
能とするため、ネット
ワーク上の位置情報や
キャッシュ等を活用す
るソフトウェア開発等
に係る本実証実験の実
施を目標として設定す
る。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

    
 
集中型のトラ
ヒックを地方
に分散させネ
ットワークの
混雑を緩和す
ることの実証
を実施 

   

情報セキュリ
ティの強化 

電気通信事業に 
  おける情報セキ 
  ュリティマネジ 
  メントの強化 

Ｐ 中小企業の電
気通信事業者
が実装すべき
情報セキュリ
ティマネジメ
ントのガイド
ラインの検討
及びその国際
標準化の提案
を実施 

22 年度 中小企業の電気通信事
業における情報セキュ
リティを向上させるた
め、ガイドラインの検
討及び国際標準化の提
案の実施を目標として
設定する。 

 

電子署名法に基づ 
く認定制度の円滑 
な実施 

Ｃ 認定基準に係
る暗号技術等
の動向や各国
の電子署名に
関する状況の
調査を実施 

22 年度 電子署名法に基づく認
定制度の円滑な実施
は、ネットワークを利
用した社会経済活動の
促進に資するため、目
標として設定する。 
 

 

マルウェア配布等 
危害サイト回避シ 
ステムの構築を目 
的とした実証実験 
の進捗度 

Ｃ ユーザが危害
サイトに意図
せずアクセス
することを、
ネットワーク
側で回避する
技術の実証を
実験 

23 年度 本施策は、「セキュア
ジャパン 2009」にも位
置づけられている「対
策が困難な個人も含め
た情報セキュリティ水
準向上に向けた取組
み」として実施する。
実証実験の実施状況の
指標により本施策の進
行管理をする。 

・実験に参加している
ISP 数 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

  情報セキュリティ 
サポータの育成、地 
域団体ネットワー 
クの実現促進に関 
する目標達成度 

   本指標は、「情報セキ
ュリティ基本計画」に
おいて2011年までの重
点政策とされている
「（略）一般利用者の
セキュリティレベルを
効果的に上げるため
に、質問への適切なア
ドバイスや訪問対応を
行えるサポータの育
成、地域団体ネットワ
ークの実現を促進」を
具体化したもの。 

サポータに求められる
スキル・知識等を調査
研究の中で明らかにす
る。 

・NPO 法人等の定め 
る認定基準を満 
たした情報セキ 
ュリティサポー 
タの人数 

Ｃ 1000 人 24 年度 一般利用者の情報セキ
ュリティ水準を向上さ
せるため、利用者の身
近で情報セキュリティ
対策をサポートする情
報セキュリティサポー
タを育成する必要があ
ることから、目標とし
て設定する。 
目標とする地域団体数
から推計し、1000 人と
設定。 
【指標の現況】 
サポータの人数 300 人 
（平成 22 年 1 月現在） 

地域団体によるサポー
タ講習の実施回数 
 
サポータ及び協働地域
団体の地域分布 

・NPO 法人等の定め
る認定基準を満
たした情報セキ
ュリティサポー
タのとりまとめ
団体の数 

Ｃ 50 団体 24 年度 一般利用者の情報セ
キュリティ水準を向上
させるため、情報セキ
ュリティサポータを取
りまとめる地域 NPO 法
人等の活動を促進する
必要があることから、
目標として設定する。 
 
サポータの全国展開の
ため、地域団体は全国
に点在する必要があ
り、50 団体と設定。 
 
【指標の現況】 
地域団体の数：20 団体
（平成 22 年 1月現在） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 基準認証制度
の推進 

基準認証制度の円 
滑な実施 
 

Ｐ 我が国の基準
に適合しない
特定無線設備
等に係る市場
調査の実施 

22 年度 我が国の基準に適合し
ない特定無線設備等の
流通を抑止し、市場の
規律を維持するため、
新たに出荷された特定
無線設備等の市場調査
の実施を目標として設
定する。 
 

 

Ｐ 各国基準認証
制度の動向調
査及び MRA（相
互承認協定）
国際研修会の
実施 

22 年度 MRA の円滑な実施を確
保するため、欧州等各
国の基準認証制度の動
向調査の実施を目標と
して設定するととも
に、国際的に信頼され
る認証機関の育成のた
め、MRA 国際研修会の実
施を目標として設定す
る。 
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平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

【政策 14】 
電波利用料財源電波監視等
の実施 
 
【基本目標】 
電波の適正な利用を確保

することを目的に、電波利用
料収入を財源とした各種施
策・事務事業の確実な実施を
推進する。 
 
【評価方式】 
総合評価方式 
 
評価実施年度 
H20 実施済 

H21 － 

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

（第 3期基本計画期間中） 

電波監視業務の実施 航空・海上無線、携帯電話、消防無線などの人命に関わる

重要無線通信等への妨害に対して、申告対応の２４時間化等

による迅速な排除及び妨害の原因となり得る不法無線局等の

取締りや電波利用ルールの周知・啓発等無線通信妨害の未然

防止に向けた必要な措置を確実に講じる。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 重要無線通信妨害への申告数、措置数、措置率 

・ 不法・違法無線局への告発・指導等数 

・ 電波利用環境保護のための周知・啓発活動状況 

 

電波の安全性に関する調査
及び評価技術 

 携帯電話等の無線設備から発射される電波が人体や電子機

器等に与える影響に対する関心の高まりに対応して、そのよ

うな影響に関する調査を行うと共に、電波の安全性に関する

評価技術の検討を行い、より安心して安全に利用できる電波

環境を整備するための必要な措置を確実に講じる。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 電波の生物学的影響に関する研究件数 

 

周波数使用等に関するリテ
ラシーの向上 

携帯電話の普及や新しい無線システムなど電波利用の急速

な拡大に伴い、人々が日常的に電波を利用する機会が増加し、

電波による健康等の影響に対する関心が高まる中、電波をよ

り安心して安全に利用できるように、全国各地での説明会の

開催、相談体制の充実等、電波の能率的な利用の確保や電波 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

  の安全性に関する国民のリテラシー向上を図るための必要な

措置を確実に講じる。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 電波の能率的な利用や安全性に関する全国各地での説

明会の開催回数 

 

総合無線局監理システムの
構築と運用 

無線局に関する各種データベースを構築し、無線局の免許

申請処理、周波数管理等の電波監理事務の迅速かつ効率的な

実施を支援する全国規模の業務処理システムである総合無線

局監理システムにより、電波の利用者への行政サービス向上

に必要な措置を確実に講じる。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 無線局の免許申請、再免許申請のオンライン利用率 

 

年々増加する無線局に対して、総合無線局監理システムを

活用して、無線局申請等の処理、無線局監督、電波利用料徴

収等の無線局監理を適切に行う。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 総合無線局監理システムの運用状況 

・ 総合無線局監理システムで監理している無線局数の 

推移 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 電波資源拡大のための研究
開発 

極めて稠密（ちゅうみつ）に利用されている周波数帯域の

周波数逼迫状況を緩和し、新たな周波数需要に的確に対応す

るために、周波数を効率的に利用する技術等の研究開発を着

実に実施する。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 周波数を効率的に利用する技術等の研究開発の実施件 

  数 

 

周波数逼迫対策技術試験事
務 

周波数の逼迫により生じる混信・輻輳（ふくそう）を解消

又は軽減するため、電波を有効に利用できる実現性の高い技

術について技術的検討を行い、その技術の早期導入を図るこ

とを目的とした技術試験事務を着実に実施する。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 電波の有効利用につながる技術についての技術試験事

務の実施件数 

 

電波利用ニーズが拡大する中、既存の無線局の安定的な利

用を確保した上で、新たな無線システムが適切に導入される

よう措置を講ずる。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 新たな無線システムの導入件数 

 

特定周波数変更対策業務 

無線システム普及支援業
務・遮へい 

国民生活に不可欠なサービスである携帯電話等について、

地理的な条件や事業採算上の問題により利用することが困難 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 

評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

  な地域において携帯電話等を利用可能とし、普及を促進する

ことにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適

正な利用の確保を図る。 

また、2011 年７月 24 日の地上デジタル放送への完全移行に

向けて、必要な環境整備・支援策を実施することにより、電

波の有効利用を推進する。 

 

【参考となる指標その他の参考となる情報】 

・ 携帯電話エリア整備事業や地上デジタル放送への完全

移行に向けた対策等の実施箇所数 
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   政策 15 1/2 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

【政策 15】 
ＩＣＴ分野における国際
戦略の推進 

 
【基本目標】 
二国間・多国間等の枠組み
による国際的な課題を解決
するための協調及び貢献、Ｉ
ＣＴ分野における国際競争
力強化に向けた海外展開支
援の推進を通じて、グローバ
ルな高度情報通信ネットワ
ーク社会の実現に貢献する。 
 
 
【評価方式】 
実績評価方式 
 
評価実施年度 
H20 実施済 

H21 実施済 

H22 ○ 

H23 ○ 

H24 ○ 
（第 3期基本計画期間中 
 
 

二国間・多国
間等の枠組み
による国際的
な課題を解決
するための協
調及び貢献 

二国間での定期協
議、政策協議、国際
機関等における会
議への参画及び意
見交換の実施状況 

Ｐ APEC 電 気 通
信・情報産業
大臣会合及び
国際電気通信
連合（ITU）全
権委員会議な
どの国際会議
への参画及び
意見交換の実
施（７回程度） 

22 年度 国際会議等での協議・
交渉を通じて基本目標
の達成を図ることは本
施策において重要であ
るため、指標として設
定した。本指標により
施策の達成状況を測定
する。 

参画した会議及び実施
した意見交換結果の政
策への反映状況 

国際機関等への貢
献 

Ｐ ITU、アジア太
平洋通信連合
（APT）、OECD
等への分担金
及び拠出金の
支出 

22 年度 国際機関等において我
が国のプレゼンスを向
上させることにより、
国際的発言力の強化、
及び各種議論における
イニシアティブ獲得と
いった、我が国の国際
競争力強化に繋がる。 
国際機関への拠出金支
出等を行うことは、国
際機関等の各種活動へ
の貢献といった形で上
記目的を達成しうるた
め、指標として設定し
た。 

拠出金等により国際機
関等が実施した活動 

ＩＣＴ分野に関す
る途上国との協力
関係構築状況 

Ｐ 7 ヵ国以上 22 年度 ＩＣＴ分野の人材育成
等を通じ、国際的なデ
ジタルディバイド解消
といった課題解決を推
進していく。本指標は、
諸外国との協力関係の
構築状況をもって施策
の推進状況を測るも
の。 

 

ＩＣＴ分野に関す
る人材育成セミナ
ー等の受講者数 

Ｐ 200 人以上 22 年度 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

  
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標（値）
を設定した指標 

   
参考となる指標その
他の参考となる情報 下位レベルの施

策 
区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及び
目標年度の設定につい
ての考え方 

情
報
通
信
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
） 

 ＩＣＴ分野に
おける国際競
争力強化に向
けた海外展開
支援等の推進 

海外におけるセミ
ナー・シンポジウム
の開催、ミッション
団派遣等の実施状
況 

Ｐ 
 
海外における
セミナー・シ
ンポジウムの
開催（６回程
度）、ミッシ
ョン団派遣
（３回程度） 

22 年度 
 

我が国のＩＣＴ分野に
おける国際展開支援に
関する状況等を把握す
るために目標等を設定
し、本施策の進行管理
を行うものである。 

実施したセミナー・シ
ンポジウム及びミッシ
ョン団派遣結果の政策
への反映状況 

ＩＣＴ先進事業国
際展開プロジェク
トの実施状況 
 

Ｐ 広く提案募集
を行い、外部
の有識者等の
意見も踏まえ
テーマを決定
し、実証実験
等を実施 

22 年度 ＩＣＴ産業の国際競争
力強化やＩＣＴによる
成長力強化を図るた
め、ＩＣＴ先進事業国
際展開プロジェクトの
実証実験等の実施状況
により本施策の進行管
理をするものである。 
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   政策１６ 1/1 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 
分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
評価を行うに当たっての主な観点 参考 

下位レベルの施策 

郵

政

行

政 

 
【政策 16】 
郵政行政の推進 
 
【基本目標】 
国民の権利として郵政事
業に係る基本的な役務を利
用者本位の簡便な方法によ
り郵便局で一体的に利用で
きるようにすること等、郵政
改革を円滑に推進する。 
また、国際分野において
は、利用者利便の向上を図る
観点から、多国間・二国間協
議・協調等を通じ、新たな制
度環境整備への取組等、積極
的な対応を推進する。 
 
【評価方式】 
  総合評価方式 
 
【評価実施年度】 
評価実施年度 
H20 実施済 

H21 実施済 

H22 ○ 

H23 ○ 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

 
郵政事業の円滑な推進によ
る国民生活の確保・地域社会
の活性化等 

 
○「郵政改革の基本方針」（21 年 12 月）を踏まえ、 
郵政改革関連法案を提出したところ（22 年 4月）。 
法案成立後、政省令の制定など、郵政改革に必要な
制度整備を確実に行う。 
 
○ 日本郵政グループのガバナンスの問題点など、現
行の民営化の実態の検証を行うことなどにより、日
本郵政グループの健全な業務運営、事業展開に資す
る。 
 
○ 調査研究などにより、郵政改革が、地域経済やマ
クロ経済に与える影響や、郵政事業の経営に与える
影響などを検証。 
 
 

【評価における主な指標】 
・日本郵政グループ各社の決算状況 

（郵便局会社関係） 
・郵便局数の推移 

（郵便事業会社関係） 
・引受郵便物数の推移 

（ゆうちょ銀行） 
・貯金残高・投信残高の推移 

（かんぽ生命保険） 
・保険残高の推移 等 

 

国際郵便及び国際送金分野
における国際協調の推進 
 

○   職員派遣や分担金の拠出のほか、ＵＰＵにおけ
る環境対策の強化や条約の法的安定性の確保等 
ＵＰＵの諸活動に対する人的・財政的貢献 

【評価における主な指標】 
・職員派遣数の経年比較 
・分担金の経年比較 

 

 

58



   政策１７ 1/２ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 17】 

一般戦災死没者追悼等の事

業の推進 

 

【基本目標】 

先の大戦における一般戦災

死没者の追悼等及びいわゆ

る三問題の労苦継承の円滑

な推進 

 

【評価方式】 

実績評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 － 

H21 実施済

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

（第 3期基本計画期間中） 

 

 

一般戦災死没者の慰霊事業

の推進 

 

戦災に関する

展示会の来場

者数 

 

Ｐ 1,020 名 22 年度 戦災に関する展

示会に係る指標

は、戦災の状況を

伝えるという展

示会の趣旨の達

成状況を表す観

点から設定した

ものであり、過去

の実績等を勘案

して設定したも

のである。 

 

【指標の現況】 

来場者数：1,013 名

（平成 21 年度） 

※過去5年間の平均

では 920 名（平成 17

年度～21 年度） 

 

 

戦災に関する展

示会のアンケー

トの回収率及び

自由記述欄の記

入率 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

 

 

 

平和祈念事業の推進 平和祈念展示

資料館及び展

示会等の来場

者数 

Ｐ 20,000 名 22 年度 平和祈念事業は、

いわゆる恩給欠

格者、戦後強制抑

留者、引揚者の

方々などの労苦

について理解を

深めていただく

ことを目的とし

ていることから、

過去の実績等を

勘案して設定し

たものである。 

 

【指標の現況】 

来場者数：19,796

名（過去 5カ年の

平均来場者数） 

 

 

平和祈念展示資

料館及び展示会

等のアンケート

の回収率及び自

由記述欄の記入

率 

 

平和祈念事業は、

平成22年 10月以

降、独立行政法人

平和祈念事業特

別基金から国に

引継ぐ予定 
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   政策１８ 1/4 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 18】 

恩給行政の推進 

 

【基本目標】 

受給者の高齢化が進んでい

ることを踏まえ、22 年度から

本格稼働する業務・システム

最適化の成果をも生かしつ

つ、より一層の受給者等に対

するサービスの向上を図る。 

 

【評価方式】 

実績評価方式 

 

【評価実施年度】 

H20 － 

H21 ○ 

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

（第 3期基本計画期間中） 

 

 

正確・迅速な請求処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末におけ

る請求未処理

案件比率（年度

末における残

件数／月間平

均処理件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 

 

0.5 か月分

未満 

22 年度 年度末における請

求未処理案件比率

は、迅速な請求処理

の観点から、過去の

実績を踏まえつつ、

「 恩 給 業 務 の 業

務・システム最適化

計画」の実施による

効果等も勘案して

目標値を設定した。

【指標の現況】 

年度末における請

求未処理案件比率 

0.5 月分（21 年度）

 

 

 

・恩給受給者数 

・恩給受給者の

平均年齢、平均

年額 

 

・業務・システ

ム最適化計画

の実施状況（申

請手続等の簡

素化、負担の軽

減、業務処理の

迅速化・効率化

等） 

 

・裁定等の受付 

・処理件数 

・不服申立ての

件数 

・裁定に対する

訂正請求の件

数 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

 恩給相談対応の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恩給相談電話

混雑率 

 

Ｃ 

 

20％ 

 

 

22 年度 

 

電話相談電話混雑

率は、恩給相談対応

の充実の観点から、

過去の実績、「恩給

業務の業務・システ

ム最適化計画」にお

ける個別効果指標

等を踏まえて目標

値を設定した。 

【指標の現況】 

電話相談電話混雑

率 23.6％（21 年度）

・恩給相談件数 

・恩給受給者数

（再掲） 

・恩給受給者の

平均年齢、平均

年額（再掲） 

 

 

恩給相談者（来

訪者）の満足

度・納得度 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

96.1％以上

 

 

22 年度 

 

恩給相談者の満足

度・納得度は、恩給

相談対応の充実を

図る観点から、過去

の実績（20 年度から

実施）を踏まえて目

標値を設定した。 

【指標の現況】 

恩給相談者の満足

度・納得度 

96.1％（21 年度） 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

  不服申立てに

対する訴訟件

数比率 

Ｃ ５件以下又

は 10％以

下 

22 年度 不服申立て(異議申

立て及び審査請求)

に対する訴訟件数

は、恩給受給者の納

得度を測る観点か

ら、過去の実績を踏

まえて目標値を設

定した。 

【指標の現況】 

不服申立てに対す

る訴訟件数及び比

率 

９件、11.5％（21

年度） 
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分

野 

施 策 

(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標

（値）を設定した

指標 

   参考となる指標

その他の参考と

なる情報 
下位レベルの施策 

区

分 
目標（値） 目標年度

指標、目標（値）及

び目標年度の設定

についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請手続等の簡素化、負担の

軽減 

 

 

 

 

    ・恩給受給者数

（再掲） 

・恩給受給者の

平均年齢、平均

年額（再掲） 

 

・業務・システ

ム最適化計画

の実施状況（申

請手続等の簡

素化、負担の軽

減、業務処理の

迅速化・効率化

等）（再掲） 

 

 ・住所変更 

届の廃止 

 

 ・扶助料請 

求書と失権

時給与金請

求書の統合

化 
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平成22年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成22年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

【政策19】 
公的統計の体系的な整備・提
供 
 
【基本目標】 
公的統計の体系的かつ効率
的な整備・提供を推進する。 
特に、平成21年４月に全面施
行された統計法（平成19年法
律第53号）の適切な運用及び
平成21年３月に閣議決定さ
れた「公的統計の整備に関す
る基本的な計画」に掲げられ
た施策を着実に推進する。 
また、統計需要や調査環境の
変化に対応した統計調査を
着実に実施し、統計情報を的
確に提供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

統計行政に関する企画立案
及び調整並びに国際協力の
推進 

基本計画に掲
載された施策
の措置割合 

Ｐ 平成22年度
中に措置す
るとされて
いることが
明確になっ
ている基本
計画別表に
掲載されて
いる130の
施策全てに
ついて措置
す る 。
（100％） 

22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」に掲げ
られた各施策を
確実に推進する
ことが必要であ
り、別表の施策の
それぞれが着実
に措置（推進）さ
れているかを確
認する。 
 
【現況】 
平成21年度中
に措置するとさ
れていることが
明確になってい
る基本計画別表
に掲載されてい
る93の施策の全
て を 措 置 。
（100％） 

60年ぶりに全面

改正された統計

法（平成19年法律

第53号、以下「法」

という）に基づき

「公的統計の整

備に関する基本

的な計画」が策定

された。   

この基本計画の

施策を着実に推

進することが統

計の発達改善に

資すると考える

ことから、これを

着実に推進する。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

【評価方式】 
実績評価方式 
 
【評価実施年度】 
 
 
 
 
 
 
 
（第3期基本計画期間中） 
 

H20 － 

H21 実施済 

H22 － 

H23 ○ 

H24 － 

 オーダーメー
ド集計及び匿
名データの提
供の対象調査
数及び申出件
数 

Ｐ ・平成22年
度中に新た
にオーダー
メード集計
又は匿名デ
ータの提供
を開始する
統計調査を
12調査以上
とする。 
 
・平成22年
度中に新た
に申出を受
けた件数を
50件以上と
する。 

22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的計画」では、オ
ーダーメード集
計及び匿名デー
タの提供の拡大
を図ることとさ
れており、政策統
括官室主催の各
府省参加会議等
において各府省
に働きかけを行
うこと等により、
各府省がこれら
の対象とする調
査及び一般の者
からの実際の申
出実績の拡大を
図ることにつな
がる取組となっ
ているか確認す
る。 
【現況】 
・10調査 
（21年度開始調
査数） 
・24件 
（21年度中の申
出件数） 
 
 
 
 
 
 
 

基本計画では特

にオーダーメー

ド集計及び匿名

データの提供の

推進は重要な施

策の１つとなっ

ている。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

  重複是正実施
率、履歴登録措
置率 

Ｐ 審査を徹底
することに
より、平成
22年度中に
事業所を対
象とする調
査に関する
重複是正措
置の実施率
及び履歴登
録措置の実
施率を双方
とも80％以
上とする。 

22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」では報
告者負担の軽減
方策を進めるこ
ととされており、
政策統括官室の
審査が事業所及
び企業の調査対
象者の重複是正
等の措置に反映
されているかを
確認する。 
 
 
 
【現況】 
・重複是正措置実
施率63.0％ 
（21年度中） 
 
・履歴登録措置実
施率54.1％ 
（21年度中） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査環境の変化

から、回収率向上

等のため、報告者

負担に配慮した

施策措置が必要

となっている。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

  行政記録の活
用件数及び活
用要請件数 

Ｐ 平成22年度
中に新たに
承認審査を
行う統計調
査 に つ い
て、①行政
記録情報を
活用するこ
ととした統
計調査数、
②行政記録
情報の活用
を今後の課
題とした統
計調査数の
合計で、10
調査以上と
する。 

22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」では、
行政記録情報の
活用を進めるこ
ととされており、
今後、承認申請が
減少する中で、政
策統括官室の審
査が行政記録情
報の活用につな
がるよう、新たに
承認申請が行わ
れた統計調査に
ついて平成21年
度以上の実績を
維持すべく努力
する取組となっ
ているか確認す
る。 
【現況】 
平成21年度中
に新たに承認審
査を行った統計
調査について、 
・行政記録情報を
活用すること
としたものは3
統計調査 

・行政記録情報の
活用を今後の
課題としたも
のは6統計調査 

基本計画では特

に行政記録情報

の活用は重要な

施策の１つとな

っている。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

  我が国が出席
した国際的な
会議において、
議長・パネラー
等を担った又
は発表を行っ
た会議の割合 
 

Ｐ 我が国が出
席した国際
的な会議に
おいて、我
が国の出席
者が議長・
パネラー等
を担った又
は発表を行
った会議の
割合を40％
以 上 と す
る。 

22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」の推進
及び国際貢献に
資するため、ま
た、国際会議にお
ける我が国のプ
レゼンスの強化
に資するため、我
が国が出席する
国際会議におい
て、我が国の出席
者が議長・パネラ
ー等を担った又
は発表を行った
会議の割合が高
まっているか確
認する。 
 
【現況】 
平成21年度実績： 
・国際会議の議
長・パネラー等の
役割を担った又
は発表を行った
割合：33％ 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

 統計調査の円滑な実施のた
めの体制及び国民の協力の
確保 

地方公共団体
の職員を対象
にした研修の
満足度 

Ｐ 95％ 22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」に「一
次統計作成上の
実務能力向上を
図るための研修
や･･･研修等を充
実する」とされて
おり、総務省が実
施する研修が統
計職員の能力向
上に資する効果
的なものとなっ
ているか受講者
の満足度等によ
り確認する。 
 
【現況】 
88.9％ 
（平成21年度） 
 
※ 平成22年度は
研修を実施済。来年
度以降は、研修終了
後のアンケートに
習得度効果、行動変
容効果、費用対効果
の視点を追加する
などにより、評価指
標を追加する予定。 
 

「公的統計の整

備に関する基本

的な計画」では、

職員の能力開発、

国と地方公共団

体との連携強化、

統計に対する国

民の理解増進の

取組が記載され

ており、これらの

施策について、統

計調査の円滑な

実施のための体

制の確保を図る

観点から、過去の

実績、過去の目標

の達成状況等を

勘案して設定。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

  登録調査員を
対象とした中
央研修に対す
る満足度 
 
研修内容の中
で実際の調査
に役に立つも
のがあったと
感じた者の割
合 
 
上記内容を実
際の調査で活
かしてみよう
と感じた者の
割合 
 
コストを上回
る研修効果が
あると感じた
者の割合 

Ｐ 90％ 
 
 
 
 
90％ 
 
 
 
 
 
 
90％ 
 
 
 
 
 
50％ 

22年度 【現況】 
86.9％ 
（平成21年度） 
 
 

― 
（今回から開始） 
 
 
 
 
 

― 
（今回から開始） 
 
 
 
 

― 
（今回から開始） 

研修の効果測
定としては４
レベルで測定 
 
１）満足度 
２）知識習得 
   ・学習 
３）行動変容 
４）投資効果・ 
組織達成・ 
収益貢献 

   

登録調査員を
対象にした地
域ブロック別
研修の満足度 
 
 
 

Ｐ 95％ 22年度 【現況】 
91.3％ 
（平成21年度） 
※ 平成22年度は
研修を実施済。来年
度以降は、研修終了
後のアンケートに
習得度効果、行動変
容効果、費用対効果
の視点を追加する
などにより、評価指
標を追加する予定。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

 

  登録調査員に
占める統計調
査員任命者の
割合 
 

Ｐ 70％ 22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」に実査
体制の機能維持
のための国と地
方公共団体の連
携に関する施策
が盛り込まれて
おり、国として地
方の実査体制の
機能維持を支援
する登録調査員
制度が着実に統
計調査員の確保
に貢献している
か確認する。 
 
 
【現況】 
64.4％ 
（平成20年度） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

  統計データグ
ラフフェアの
入場者を対象
にしたアンケ
ートにおける
「今後統計調
査に協力する」
旨の回答をし
た者の割合 

Ｐ 85％ 22年度 「公的統計の整
備に関する基本
的な計画」では
「公的統計は国
や地方公共団体
のみならず、個人
や企業が合理的
な意思決定を行
う上で重要な情
報基盤であり、統
計調査に協力す
ることが国民生
活の向上や行政
運営の改善につ
ながることを国
民に正しく理解
してもらうこと
が重要である。」
とされており、総
務省として取り
組んでいるイベ
ントが効果をあ
げているか、今後
の統計調査の協
力意向で確認す
る。 
【現況】 

82.0％ 
（平成21年度） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

 国勢の基本に関する統計の作
成 

統計調査の実
施状況 
・経済・社会
の環境変化
に対応した
統計調査を
確実に実施
し、統計デー
タを遅滞な
く公表して
いるか。 
 

（当初の計画
のとおり公
表がなされ
ているか） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100％ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度当初に計画
した公表予定が
着実に達成され
ているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
統計局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
「公表ｽｹｼﾞｭｰﾙ」 
（ http://www.st
at.go.jp/data/g
uide/3.htm） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

   
・平成22年国
勢調査にお
いて、不在等
の理由で調
査票を回収
できなかっ
た世帯につ
いて行って
いる聞き取
り調査の割
合 

 
 ・平成22年国
勢調査にお
いて、東京都
で実施する
インターネ
ット回答方
式を利用す
る世帯の割
合 
 

 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 

 
【聞き取り
調査世帯の
割合】 
4.4％以下 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
回答の利用
率】 
5％以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国勢調査におい
ては、不在等の理
由で調査票を回
収できなかった
世帯については、
国勢調査令に基
づき、聞き取り調
査を行っている。
平成22年国勢調
査では、郵送提出
方式及び東京都
でのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回答
方式を導入する
などの改善措置
を講じており、こ
れらの措置によ
り聞き取り調査
の割合を平成17
年国勢調査時の
4.4 ％ 以下とす
る。また、ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ回答方式を利用
する世帯の割合
を 5％以上とす
る。 
 
【平成17年国勢
調査における聞
き取り調査世帯
の割合】 
全国平均4.4% 
 
 

 
平成22年国勢調
査終了後に郵送
提出及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
回答の状況を確
認し、目標値への
影響を検証する。 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

 統計情報の的確な提供 統計調査結果
等の提供状況 
・統計情報の
的確な提供に
資するために
運用している
統計関連ｻｲﾄ
について、掲
載ﾃﾞｰﾀの充実
を図ることな
どにより広く
利用され、実
効性があるも
のとなってい
るか。 
 
（統計局･政策
統括官(統計
基準担当)･
統計研修所ﾎ
ｰﾑﾍﾟｰｼﾞの国
勢調査関連ｱ
ｸｾｽ件数 
 
（統計局･政策
統括官(統計
基準担当)･
統計研修所ﾎ
ｰﾑﾍﾟｰｼﾞの統
計学習ｻｲﾄ関
連ｱｸｾｽ件数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年間821 
万件 
 
 
 
 
 
 
年間159 
万件 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 
 

統計調査結果の
提供状況に係る
各指標について
は、統計情報の的
確な提供を実施
するため、各年度
における情報提
供の量及びその
利用状況を把握
し検証を行うも
のであり、その目
標値は、過去の実
績又は本年度の
これまでの実績
を勘案したもの
である。 
 
 
前年度（平成21年
度）のｱｸｾｽ件数
(352万件)に、平
成16年度から17
年度（前回実施
時 ) の 伸 び 率
（112%）を乗じた
ｱｸｾｽ件数（746万
件）から更に10%
増 
 
前年度（平成21年
度）のｱｸｾｽ件数
(106 万 件 ) から
50%増 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左記目標により、
統計局等ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ総ｱｸｾｽ数対前
年度比10%増に必
要なｱｸｾｽ増（649
万件）の約８割を
ｶﾊﾞｰ 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

 
 
 

  
（統計局･政策
統括官(統計
基準担当)･
統計研修所ﾎ
ｰﾑﾍﾟｰｼﾞの総
ｱｸｾｽ件数） 
 
 
 
（「政府統計の
総 合 窓 口
(e-Stat)」の
総務省所管
統計調査の
統計表等へ
のｱｸｾｽ件数） 

 
 
 
（「政府統計の
総 合 窓 口
(e-Stat)」の
統計表等へ
のｱｸｾｽ件数） 
 
 

 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 

 
年間7,143 
万件 
 
 
 
 
 
 
 
年間1,097 
万件 
 
 
 
 
 
 
 
 
年間2,423 
万件 
 
 
 
 

 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 

 
前年度（平成21年
度）のｱｸｾｽ件数
(6,494万件)から
10%増 
 
 
 
 
 
 
 
e-Statの総務省
所管統計の統計
表等へのｱｸｾｽ実
績（平成20年度・
21年度の2か年平
均 997 万 件）の
10％増 
 
 
 
 
e-Statの統計表
等へのｱｸｾｽ実績
（平成20年度・21
年度の2か年平均
2,203 万 件 ） の
10％増 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Statは平成 20
年度から運用開
始 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国
民
生
活
と
安
心
・
安
全 

 
 
 

 （総合統計書
の刊行） 
・総合統計書
の刊行が当初
の刊行予定ど
おり目標値に
従ってなされ
たか。 
 
（刊行冊数及
び予定のと
おり刊行が
なされてい
るか） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年刊５冊 
月刊１冊 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現況】 
●年刊：５冊 
・日本統計年鑑 
（11月） 
・日本の統計 
（３月） 
・世界の統計 
（３月） 
・Statistical 

Handbook of Japan 

（８月） 

・ﾎﾟｹｯﾄ統計情報

(PSI)年報 

（10月） 

 

●月刊：１冊 
・PSI 月報 
（毎月中旬） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78



   政策 20 1/9 ページ 

平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22 年度目標設定表） 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 20】 
消防防災体制の充実強化 
 
【基本目標】 
社会経済情勢の変化とこれ
に伴う地域社会の変化によ
る災害の態様の複雑多様化
など、消防防災行政を取り巻
く状況は、大きく変化してお
り、迅速な対応が求められて
いる。このような状況の中、
総合的な消防防災行政を 
積極的に推進し、国民の安心
と安全を向上させる。 
 
【評価方式】 
実績評価方式 
 
【評価実施年度】 

H20 実施済 

H21 実施済 

H22 ○ 

H23 ○ 

H24 ○ 

（第 3期基本計画期間中） 

      消防白書（共通） 

①地域における総合的な防
災力の強化 

消防団員数 Ｃ 消防団員数
の増加（対
前年度） 

22 年度 消防団員数につい
ては、将来的に 100
万人（うち女性 10
万人）を目指してい
ることを踏まえ、毎
年度増加させてい
くことを目標とす
る。 
特に、女性消防団員
数については、増加
傾向を今後とも継
続させることを目
標とする。 
 
【指標の現況】 
消防団員数 885,394
人（うち女性 17,879
人）（平成 21 年 4
月 1 日現在） 

 

うち女性消防
団員数 

Ｃ うち女性消
防 団 員 数
（ 19,000
人） 

22 年度 

女性消防団員
を採用してい
る消防団の割
合（都道府県比
較を含む） 

Ｃ 女性消防団
員を採用し
ている消防
団の全体に
占める割合
（52.0%） 

22 年度 将来的には、すべて
の消防団で女性消
防団員を採用する
ことを目指してい
ることを踏まえ、毎
年度増加させてい
くことを目標とす
る。 
【指標の現況】 
女性消防団員を採
用している消防団
の割合 49％（平成
21 年 4 月 1日現在） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 20】 
消防防災体制の充実強化 

 自主防災組織
の組織活動カ
バー率 

Ｃ 75％ 22 年度 阪神・淡路大震災以
降の自主防災組織
の組織活動カバー
率の推移を踏まえ、
75％を目標とする。 
 
【指標の現況】 
自主防災組織の組
織 活 動 カ バ ー 率 
73.5%（平成 21 年 4
月 1 日現在） 

 

消防団協力事
業所表示制度
導入市町村数 

Ｐ 消防団協力
事業所表示
制度導入市
町村数（700
市町村） 

22 年度 将来的には、すべて
の市町村で消防団
協力事業所表示制
度を導入すること
を目指しているこ
とを踏まえ、本制度
導入市町村数を毎
年度増加させてい
くことを目標とす
る。 
 
【指標の現況】 
消防団協力事業所
表示制度を導入し
ている市町村数 601
市町村（平成 21 年
10 月１日現在） 

消防団員の確保及び

活動環境の整備に向

けた取組状況 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 20】 
消防防災体制の充実強化 

 防災拠点とな
る公共施設等
の耐震率 

Ｐ 防災拠点と
なる公共施
設等の耐震
率 85% 

25 年度 防災拠点となる庁
舎、学校、公民館な
どの公共施設等の
耐震率 85％を目指
す。を目指す。 
【指標の現況】 
防災拠点となる公
共施設等の耐震率
65.8%（平成 20 年度
末） 

 

     市区町村地域防災

計画の阪神・淡路大

震災以降の修正状

況 

     災害時要援護者の

避難支援対策の促

進のための取組状

況 

②消防防災体制の充実 緊急消防援助
隊の隊数 

Ｐ 概ね 4,500
隊 

25 年度 「緊急消防援助隊
の編成及び施設の
整備等に係る基本
的な事項に関する
計画」において目標
とする登録部隊の
規模を目標とする。 
【指標の現況】 
緊急消防援助隊の
隊数 4,165 隊（平
成 21 年 4 月 1 日現
在） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 20】 
消防防災体制の充実強化 

 都道府県・市町
村における国
民保護訓練の
実施件数 

Ｐ 共同訓練、
単独訓練を
あわせた訓
練の実施件
数の向上を
図る（対前
年度） 

22 年度 
 

国と地方公共団体
が共同で行う訓練
（共同訓練）、地方
公共団が単独で行
う訓練（単独訓練）
をあわせた、国民保
護訓練の実施件数
の向上を図る。ま
た、新たな訓練想定
やブラインド性を
拡大した訓練など
難易度の高い訓練
の実施を図る。 
【指標の現況】 
平成 20 年度におい
ては、国と地方公共
団体が共同で行う
訓練（共同訓練）が
18 件、地方公共団が
単独で行う訓練（単
独訓練）が 48 件の
あわせて 66 件実施
された 

 

市町村防災行
政無線（同報
系）の整備率 

Ｐ 整備率の向
上 

23 年度 未整備市町村にお
ける整備を促進し、
中長期的に防災行
政無線の普及の向
上を図るもの 
【指標の現況】 
市町村防災行政無
線の整備率 75.7%
（平成 20 年度末） 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

  J-ALERT による
住民への緊急
情報の伝達手
段の整備率 

Ｐ 整備率の向
上 

24 年度 対処に時間的余裕
のない事態に関す
る 緊 急 情 報 を
J-ALERT により瞬時
に住民に伝達する
手段の整備促進を
図る。 
【指標の現況】 
J-ALERT 情報を住民
に伝達する手段を
整備している団体
の全市区町村に占
める割合 15.4％ 
（平成 22 年 1 月 1
日現在） 

 

     自然災害による死

者・行方不明者数 

消防の広域化の推

進の環境整備のた

めの取組状況 

救助活動件数 

国際緊急援助隊へ

の迅速・効果的な対

応体制の向上のた

めの取組状況 
我が国の消防防災
に係る知見・技術の
国際的な伝搬のた
めの取組状況 
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分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 20】 
消防防災体制の充実強化 
 

③救急救命体制の充実 救命率の推移 Ｃ 
 
救急搬送に
おける救命
率の向上 

23 年度 救命率の向上につ
いては、搬送に至る
までの処置状況、病
状等に応じて救命
率が大きく異なっ
てくることを考慮
し、前年度より救命
率を向上させるこ
とを目標にしつつ
も、中長期的な評価
を実施するため、23
年度を目標年度と
する。 
【指標の現況】 
心原性かつ一般市
民によって心肺機
能停止の時点が目
撃された症例の1ヶ
月後生存率 10.4%
（平成 20 年中） 

 

救急自動車に
占める高規格
の救急自動車
の割合 

Ｐ 全救急隊の
95％の隊に
高規格救急
自動車を配
備 

23 年度 救命率への貢献の
状況を示す高規格
救急車の整備状況
について、施策の進
行管理として、現状
を勘案しつつ、目標
値等を設定する。 
【指標の現況】 
救急隊への高規格
救急自動車の配備
率 79.6％（平成 21
年 4 月） 

救急隊員数の推移 

教育訓練を受けた
救急隊員の数 
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   政策 20 7/9 ページ 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

  心肺機能停止
傷病者への応
急手当実施率
（救急現場に
おいて住民に
より実施され
たもの） 

Ｃ 実施率の向
上 

23 年度 救急現場近くの住
民による応急手当
の実施により、救命
率の向上が期待で
きることから、中長
期的に実施率が向
上するよう目標と
して設定する。 
【指標の現況】 
心肺機能停止傷病
者への応急手当実
施率（救急現場にお
いて住民により実
施 さ れ た も の ）
40.7％ 
（平成 20 年中） 

 

 

 

     救急出場件数の推

移 

救急自動車による

現場到着時間 

救急自動車による

病院収容時間（119

番通報から病院に

収容するまでに要

した時間） 
高度な救急救命処
置の実施状況の推
移 
消防防災ヘリコプ
ターによる災害出
動の推移 
救 命 講 習 実 施 回
数・救命講習受講者
数 
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   政策 20 8/9 ページ 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

【政策 20】 
消防防災体制の充実強化 

④身近な生活における安
心・安全の確保 

住宅火災によ
る死者数（放火
自殺者等を除
く。） 

Ｃ 50％減 23 年度 平成 21 年度消防庁
重点政策に基づき、
住宅用火災警報器
の全戸設置に向け
た取組を強化する
とともに、住宅防火
の普及啓発活動を
推進し、住宅火災死
者数（平成 17 年
1,220 人）の早期の
半減を目指す。 
【指標の現況】 
平成 20 年の住宅火
災による死者数：
1,123 人 

 

防火対象物定
期点検の実施
率の向上 
 
 
 
 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

70％ 
 
 
 
 
 
 

23 年度 
 
 
 
 
 
 

防火対象物定期点
検の実施率は、対策
と効果の関係を考
慮し、70%を目標と
する。 
【指標の現況】 
50.0％(基準日：平
成 21 年 3 月 31 日) 
 

 

特定違反対象
物数の改善 

Ｃ 特定違反対
象物数の減
少（対前年
度） 

22 年度 
 
 

特定違反対象物数
は、対策と効果の関
係を考慮し、前年の
数値以下に抑える
こととする。 
【指標の現況】 
平成 21 年度当初の
特 定 違 反 対 象 物
数：225 
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   政策 20 9/9 ページ 

分

野 

施 策 
(主要な政策) 

 
政策の有効性等を測定するために用いる情報 

あらかじめ目標
（値）を設定した
指標 

   参考となる指標
その他の参考と
なる情報 下位レベルの施策 

区
分 

目標（値） 目標年度 
指標、目標（値）及
び目標年度の設定
についての考え方 

国

民

生

活

と

安

心

・

安

全 

  危険物施設に
おける事故件
数 

Ｃ 事故件数の
低減（対前
年） 

22 年度 危険物事故が近年
増加傾向にあるこ
とから、年間の事故
発生件数を前年以
下に抑えることと
する。 
【指標の現況】 
平成 20 年中：560
件 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

出火件数 

放火及び放火疑い
の件数 
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 １

「平成２２年度目標設定表」の策定に当たっては、国民の皆様から広く意見を募集しました。提出され

たご意見及びご意見に対する総務省の考え方は以下のとおりです。  

 

NO 提出された意見 考え方 

１ 【政策９】電子政府・電子自治体の推進 

下位レベルの施策「地方公共団体の情報化の推進」に

ついて 

評価の観点として、納付手続きに関する項目を追加し

ていただきたい。 

理由としては、電子自治体を実現するためには、申

請・登録のオンライン化とともに納付部分のオンライン化

が必須と考えるからである。 

納付部分のオンライン化を推進し評価するにあたって

の観点として納付手続きに関する評価項目を追加するこ

とによって、地方公共団体等が電子自治体を推進してい

くにあたっての具体的なイメージとして、申請・届出だけ

でなく納付部分の重要性・必要性を地方公共団体等に

明確に意識していただけると考える。 

具体的には次のような評価の観点の追加をお願いし

たい。 

「地方公共団体に対する納付手続きにおけるオンライ

ンシステムの整備率（またはオンライン利用率）」 

 

評価に当たっての主な観点「地方公共団体に対する申

請・届出等手続きにおけるオンライン利用率」について 

上記表現では、自治体のオンライン化の評価を申請・

届出に限定しているように見える。住民にとって申請・届

出だけでなく納付の部分がオンライン化されていないと、

オンライン化のメリットを充分に享受できないため、オンラ

イン化の評価対象として納付についても明記していただ

きたい。 

理由としては、電子自治体を実現するためには、申

請・登録のオンライン化とともに納付部分のオンライン化

が必須と考えるからである。 

各種申請や届出等をオンライン化したとしても、それ

に伴う手数料等の納付のために地方公共団体窓口や金

融機関窓口へ出向くこととなった場合、住民はオンライン

化のメリットを充分に享受できない。電子自治体を推進

するにあたって、申請・届出と一体として納付部分の対

応を行うことは、地域住民・企業から見た意義が大きいと

考える。 

具体的には次のような記述をお願いしたい。 

「自治体のオンライン利用促進 観点：地方公共団体

に対する申請・届出・納付等手続きにおけるオンライン

利用率」 

 

政府は、これまで「IT新改革戦略」(平成18年1

月19日 内閣官房高度情報通信ネットワーク社

会推進戦略本部（以下、「IT戦略本部」）決定)な

どに基づき、2010年度までにオンライン利用率を

50％以上とすること等を国家目標として掲げ、総

務省においても電子自治体の推進に取り組んで

きたところです。また、「i-Japan 戦略2015」（平成

21年7月6日 IT戦略本部決定）においては、「電

子政府・電子自治体分野」が重点分野と位置づ

けられており、2015年に実現されるべき「将来ビ

ジョン」や我が国が全体として目指すべき大きな

方向性等が定められたところです。「評価に当た

っての主な観点」は、これらの政府全体の戦略を

踏まえて設定しているものです。 

 ご指摘の内容については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

参 考 



 

 ２

NO 提出された意見 考え方 

２ 【政策13】情報通信技術利用環境の整備 

電気通信事業分野における競争状況の評価を実施 

電気通信事業分野における競争状況の評価（以

下、「本制度」という。）に対する弊社共意見書におい

ても述べているとおり、本制度は表層的な評価が繰り

返されるだけで、単なる市場レビュー以上の効果は望

めないものになっていると考えます。 

従って、本制度を公正競争ルールの整備に資する

ものとするため、「基礎的調査研究」の実施に際して

は、公正競争上喫緊の課題となっている以下の項目

を対象とすることで、市場の実態を適正に捉え、競争

上の真の課題を特定すべきと考えます。 

- 光ファイバの公正公平な貸出条件の整備 

- 移動体通信市場における市場流動性の確保 

- 移動体通信市場における保有周波数帯域の格

差解消 

 

 

「電気通信事業分野における競争状況の評

価」に関し、分析対象や戦略的な評価のテーマ

については、「実施細目」において定めることとし

ています。 

なお、「実施細目」を決定する際は、これまでと

同様に広く意見募集を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気通信事業における料金算定等に関する調査研究

の実施 

現在、PSTNやドライカッパ等のレガシー系サービス

の接続料算定の在り方について、見直しを行う方向性

が示されていますが、国内外の電気通信市場の動向

及び既存の制度の在り方等について調査をすることは

当該見直しの検討に有効であるものと考えます。当該

調査研究結果を来年度予定される「平成23年度以降

の接続料算定の在り方について」の議論において有

効に活用するためには、遅くとも本年夏頃までには結

果を得られるよう、具体的な調査が行われることが必要

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省は、2010年代初頭までに公正競争ル

ールの整備等の観点から実施する施策につい

て取りまとめた「新競争促進プログラム2010」（平

成21年6月最終改定）を公表するなど、電気通

信市場における一層の競争促進及び利用者利

益の確保に取り組んでまいりましたが、今後も、

適時適切に調査研究を行うことにより、より一層

の競争促進及び利用者利益の確保に取り組ん

でまいります。 

以上を踏まえつつ、電気通信事業における料金

算定等に関する調査研究についても適時適切

に取り組んでまいります。 



 

 ３

NO 提出された意見 考え方 

３ 【政策20】消防防災体制の充実強化 

参考となる指標その他の参考となる情報「災害時要援護

者の避難支援対策の促進のための取組状況」について 

   「総務省から自治体に対し、『災害時には防災課が主

導すること』といった通達を出す」など、現実の課題解決

策として総務省が自治体と連携して対策を講じた件数を

指標として追加設定したらどうでしょうか。 

 

 

「課題解決に向けて対策を講じた件数」は

その年度の災害の発生件数等によって左右さ

れる可能性があるものであることから、あら

かじめ目標件数を設定したり、経年的な件数

の比較をすることに馴染まないものと考えて

おります。 

 

 

指標「都道府県・市町村における国民保護訓練の実施

件数」及び目標（値）「共同訓練、単独訓練をあわせた訓

練の実施件数の向上を図る」について 

単なる訓練実施件数ではなく、市民・区民が本当に防

災に興味を持てる取組の内容を反映した指標、目標

（値）にしていただきたい。 

 

国民保護法制定に伴い、平成１７年度以降国

民保護訓練を国、都道府県、市町村等において

共同又は単独で実施しています。しかし、実施

件数は少なく、未実施団体も存在し、現段階とし

て実施件数の増加に努めていることから、実施

件数の向上を目標としています。   

国民保護共同訓練や単独訓練は、国民保護

事案が発生した場合の対応能力を向上させるこ

とにより、住民の安心安全の確立や啓発に資す

ることを目的として実施しています。 

訓練においては、住民の参加を得ての実動

訓練の実施や、図上訓練においては、訓練の概

要のパンフレットの配布、国民保護啓発用のパ

ネルの掲示など、地域住民の理解を促す取り組

みを進めながら、訓練を実施しています。 

今後も、これらの取り組みを進めながら引き続

き訓練を実施していくことにより、多くの住民に興

味を持っていただけるよう取り組んでまいります。
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